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鳥栖市のランドマークである城山を中心に築かれた 勝  尾 
かつ のお

 城 
じょう

 筑  紫  氏 遺
ちく し し

跡は、戦国時代後期に東肥前を中心に筑前・筑後まで勢力をふるった
筑紫氏の城下町跡です。
この城下町跡は、これまでの発掘調査において、城主の館跡をはじ

め山城跡、家臣団の屋敷跡、町屋跡、空堀などの遺構が数多く残って
いることが判明し、我が国の戦国時代の城下町を研究する上で学術的
価値が高い貴重な遺跡であることから、平成１８年１月２６日に国の史跡
に指定されました｡
また、史跡は単に歴史遺産としてのみならず、豊かな自然も多く残

り、将来における鳥栖のまちづくり、地域づくりの中核としていくこ
とが望まれ、人々から親しまれる存在になることが重要な課題になっ
ています。
このため、この貴重な史跡を後世に確実に伝えていくために、学識

経験者と地元代表者で構成される「勝尾城筑紫氏遺跡保存整備委員
会」を設置し、史跡の保存管理計画を策定することになりました。今
後はその指針に基づいて、史跡の適切な保存管理と管理運営を進めて
いく所存であります。
最後になりましたが、本計画の策定に御支援、御協力いただきまし

た委員の皆様をはじめ、文化庁、佐賀県教育委員会の皆様方に心から
お礼を申し上げます｡

　　平成２０年３月
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勝尾城   筑紫氏        遺跡は佐賀県鳥栖市牛原町、山浦町、河内町に所在する。佐賀県
かつのおじょうちくしし

東部に位置する鳥栖市は、北・南・東の三方を福岡県に接しており、古代以来、
九州の政治の中心地であった大宰府や商業都市博多にも隣接している。また、古
くから肥前、筑前、筑後各方面への道路が交差する場所であり、北部九州の交通
の要ともなる要衝の地である。
この遺跡は、戦国時代に東肥前を中心に筑前・筑後にまで勢力をふるった、国

人領主筑紫氏の城下町跡である。その規模は東西約２.５㎞、南北約２㎞ に及ぶ。
国の特別史跡、福井県の一乗谷朝倉氏遺跡にも匹敵する壮大な規模の城下町跡で
あり、山城跡、館跡、屋敷跡、寺社跡、町屋跡などが、良好な状態で残っている。
鳥栖市教育委員会では、平成元年度の山浦新町地区の圃場整備事業に伴う発掘

調査によって、戦国時代の町屋跡が発見されたことを契機に、周辺一帯の踏査を
重ねてきた。この調査の成果を踏まえ、平成７年度から１６年度の１０ヶ年で重要遺
跡確認調査を実施した。その結果、本城の勝尾城をはじめ、鬼ケ城、高取城、
 葛籠 城、鏡城、若山砦などの山城と、城下に広がる谷の内部に、城主の館跡、屋
つづら

敷跡、寺社跡、空堀、石垣等が良好な状態で残っていることが明らかとなった｡こ
れら調査の成果は、平成１０年度と１７年度に調査報告書として刊行した。
これら調査の成果をもとに、平成元年度から遺跡の重要性と価値を広く周知す

るため、市民を対象とする講座や講演会を開催するとともに、あわせて事業報告
書を継続的に刊行してきた。また、これまで遺跡見学会や展示会を定期的に行っ
てきた。
平成元年度には、「筑紫氏と鳥栖の山城」のシンポジウム及び展示会を、平成

４年度には、「鳥栖の戦国＝筑紫氏と鳥栖の山城展」のシンポジウム及び展示会を
開催した。さらに、平成１６年度には、市制５０周年記念事業として、甦る戦国の城
下町「戦国勝尾城下町」のシンポジウム及び展示会を開催し、遺跡の啓発普及に
努めてきた。また平成１８年度にはさらに広く遺跡をＰＲするために、福岡市で講
演会並びにシンポジウムを行った。
一方、平成４年度からは、中世史をはじめ考古学、建築史、植生、都市計画等

の専門家によって構成する、「勝尾城下町遺跡調査・整備委員会」（現：勝尾城筑
紫氏遺跡保存整備委員会）を設置し、遺跡の調査方法や保存並びに整備について
検討を進めてきた。この委員会での検討を踏まえ、平成１４年度には、今後の遺跡
の保存と整備活用の基本的指針となる『勝尾城下町遺跡保存整備基本計画書』を
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策定した。
これらの調査や啓発普及活動、委員会での検討という経過を経て、平成１８年１

月２６日に「我が国の戦国末期の城下町の在り方と歴史を考える上で重要な城館
跡」として、勝尾城筑紫氏遺跡は国史跡の指定を受けるに至った。

�������

勝尾城筑紫氏遺跡は鳥栖市が全国に誇る文化財であり、この戦国期の城下町跡
を保存し、さらにその価値を広く一般に公開し、将来の鳥栖市の地域づくりの核
として活用していくことを目指すものである。
現在鳥栖市では、今後のまちづくりについて第５次総合計画で「笑顔ひろがる

文化・交流・共生の都市」を基本理念として掲げている。また「人づくりと心は
ぐくむ生涯学習のまちづくり」を基本目標としており、その施策の一つとして「勝
尾城筑紫氏遺跡の保存整備事業の推進」を挙げている。
今後は鳥栖市の歴史文化遺産を中軸に、それらを取り巻くさまざまな環境と相

互にネットワーク化を図り、生涯学習の場として、積極的に活用する方策を具体
化していく必要がある。また、この歴史文化遺産をより魅力的なものにし、保存
整備を行っていくことが重要と考えられる。さらに、遺跡は城山山麓の里山や渓
流といった自然環境にも恵まれており、単に歴史遺産としてのみならず、２１世紀
における鳥栖市の地域資源としても貴重である。
これらのことから、我が国の価値ある歴史遺産である勝尾城筑紫氏遺跡を､広
く国民共有の財産として次世代に確実に引き継ぐことが重要であり、そのために
史跡の保護と当該地の土地所有及び土地利用との調整を明確化し、将来にわたっ
て適切に史跡の保存管理を行うための保存管理計画を策定するものである。
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本計画では、まず保存管理の基本条件となる自然環境や社会環境等の在り方に
ついて、その概要を紹介する。次に市の総合計画など関連する上位計画を示し、
それら計画との関連、さらには勝尾城筑紫氏遺跡の位置付けについて触れる。ま
た、これら条件や計画を踏まえて、史跡の保存管理の対象となる遺跡の概要につ
いて、勝尾城の歴史や発掘調査の成果などを概観し、遺跡の内容を明らかにする。
次に平成１８年１月２６日の史跡指定の概要を示し、本計画の中心となる史跡の保

存管理計画の内容を明らかにする。特にこの保存管理計画では、指定範囲が約
１３８�と広大であることや、住民の生活領域を含み土地利用も多岐にわたるなど、
保存管理を行っていく上で難しい条件が含まれている。そのため、まず史跡を構
成する諸要素について整理を行い、これら諸要素の特徴や在り方と、土地の条件
や生活環境との調整を視野に入れた地区区分を行いながら、地区毎に保存管理の
方法と現状変更の基準を定める。最後に、本史跡の将来における整備活用につい
て、その基本的な考え方を示すとともに、今後史跡の保存管理と整備活用を進め
ていく上で必要となる、管理運営と計画実現に向けた課題を提示する｡
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（１）委員会の設置と体制
勝尾城筑紫氏遺跡の保存管理計画の策定にあたっては、学識経験者等で構成さ

れる「勝尾城筑紫氏遺跡保存整備委員会」を設置し、検討を行った。本委員会の
体制と委員会開催の経過については、以下のとおりである｡
①委員会の構成（平成２０年３月現在、敬称略）
会　長　木村　忠夫　　九州産業大学教授（中世史）
副会長　松隈　 　　鳥栖市文化財保護審議会会長（郷土史）
委　員　北野　 　　熊本大学名誉教授（建築史）

小野　正敏　　国立歴史民俗博物館副館長（考古学）
市村　高男　　高知大学教授（中世史）
薛　　孝夫　　九州大学准教授（植生誘導・森林景観生態学）
磯村　幸男　　福岡県教育庁総務部副理事兼文化財保護課長（文化財行政）
堀本　一繁　　福岡市博物館学芸員（中世史）
岡本　 　　西日本短期大学教授（環境設計）
林　　重徳　　佐賀大学教授（土木工学）
高尾　平良　　鳥栖市文化財保護審議会副会長（郷土史）
才田　良美　　勝尾城筑紫氏遺跡地元協議会委員（牛原町区長）
大野　 　　勝尾城筑紫氏遺跡地元協議会委員（宿生産森林組合長）
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②指導機関
　　　文化庁文化財部記念物課
　　　佐賀県教育庁文化課

③市関係者
　　　総務課、総合政策課、財政課、建設課、商工振興課、農林課

④事　務　局
　　　鳥栖市教育委員会生涯学習課

（２）委員会の経過
保存管理計画策定までの主な経過は以下のとおりである｡
　第１回委員会
　　平成１９年1２月２６日　　・事業計画の説明及び計画の位置づけの検討

　第２回委員会
　　平成１９年1６月２９日　　・史跡を構成する諸要素の整理の検討

　第３回委員会
　　平成１９年1９月２８日　　・史跡を構成する諸要素の整理の検討
　　　　　　　　　　　　・現状変更の取り扱いについての検討

　第４回委員会
　　平成１９年１１月３０日　　・現状変更の取り扱いについての検討
　　　　　　　　　　　　・史跡の整備活用についての検討

　第５回委員会　　
　　平成２０年1１月２５日　　・史跡の管理運営と今後の課題についての検討
　　　　　　　　　　　　・全体構成のとりまとめの検討
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①位置
鳥栖市は佐賀県東部に位置する。市域の規模は東西約８.２㎞、南北約９.０㎞、総

面積７１.７３�である。筑紫平野の北西端の一角を占め、北は脊振山地をへだて福
岡平野の福岡県那珂川町、南は九州一の大河筑後川をはさんで福岡県久留米市、
東は小郡市、西は佐賀県みやき町に接する。また、当市は北部九州の東西、南北
の道が交差する場所に当り、古来より九州の交通の要衝地として栄えてきた。

②地形・水系
鳥栖市は北部九州の中央部に位置し、市域は大きく分けて九千部山（８４７.５ｍ）

を主峰とする山麓地、そこから続く段丘群と扇状地、そしてその下に広がる沖積
地の３つからなる。また東より九千部山塊を源とする秋光川、大木川、前川、安
良川、沼川など多くの小河川が南流し、筑後川に注いでいる。このように北側は
山地に限られ、南へ開ける地勢である。

③気候
市域は佐賀県の東端に位置している。内陸型の気候区分に入り、夏と冬の気温

差は大きい。また、北側の九千部山塊、南側の沖積地では標高差が大きく同じ市
内でも気温差がある。なお、九千部山の南斜面は年間平均雨量が２８００㎜を越す多
雨地帯である。
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④地質
市域は脊振山地南東端に位置する。その北部を山地が占め、南東部は佐賀平野

に突き出している。地質構成は、地質図と地質系統表が示すように山地と丘陵に
は三郡変成岩を伴う後期白亜紀の花こう岩類が、低い丘陵と平野部には第４紀の
段丘構成層と砂礫層が分布する。
市域の北側には、福岡県との境をなす権現山（６２６ｍ）、九千部山（８７４ｍ）と石

谷山（７５４ｍ）の連山が、北東から南東方向に並んでひとつの山塊をつくっている。
特に山地の裾部分では花こう岩類の深層風化によって厚い真砂が生成されている。
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①行政区の成り立ちと人口
鳥栖市は昭和２９年４月１日、鳥栖町、

田代町、基里村、麓村、旭村の２町３村
の合併により発足した。昭和２９年の市制
施行以来、着実に人口が増加している。
市制発足当時の人口は、４０,１７６人。平成
２０年１月現在で、６５,８０４人。また、世帯
数も人口同様に年々増加し、２４,５５２世帯
となっている。
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②交通
鳥栖市はＪＲ線の鹿児島本線と長崎本線が分岐し、また高速自動車道も九州を

南北に貫く九州自動車道と、東西に横断する長崎自動車道・大分自動車道が分岐
している。
鳥栖市から主要都市までの距離は、福岡・佐賀・久留米が３０㎞圏内、長崎・大

分・熊本が１００㎞ 圏内、大阪が６００㎞ 圏内、東京が１０００㎞ 圏内である。特に九州
管内の主要都市は１００㎞ 圏内に含まれ、いずれも日帰り可能な、交通上卓越した
利便性を誇っている。このように鳥栖市は九州における陸上交通の結節点として
の機能を備えており、大阪、東京方面への物資の長距離高速運輸の基地ともなっ
ている。
市内交通の遺跡までの距離は、ＪＲ鳥栖駅から直線約４㎞である。公共の交通

手段として路線バスがあり、鳥栖駅から城下入り口の東橋まで運行している。ま
た、自家用車利用の場合は、市の中心部から約１５分の距離にあり、比較的容易に
移動することが可能である。なお、四阿屋神社南と筑紫神社南の２箇所に市の仮
設駐車場があり、常時利用が可能である。遺跡内のアクセスとしては、市道四阿
屋筑紫神社線が東西に通り、地元住民の主要生活道となっている｡

③産業
第１次産業の農業は、担い手の減少、高齢化、農作物の輸入自由化に伴う価格

の低迷など農業を取り巻く情勢は依然として厳しく、特に担い手の減少は年々深
刻化している｡また、交通の利便性から宅地や工場立地が進み、多くの農地が減
少傾向にある｡
また、林業においても輸入木材の増加等による木材価格の低迷、経営コストの

増大、林業家の高齢化や後継者不足等により森林の急速な荒廃が進行している｡
第２次産業の工業は、昭和３０年代から一貫して交通の利便性という有利な条件

を活かし、企業誘致が盛んに行われてきた。その結果、事業所として轟木工業団
地、商工団地、西部工業団地等が誘致され、九州有数の内陸工業都市として発展
してきた｡製造品出荷額は佐賀県全体の２１.６％を占め、一事業所当たりの出荷額
も県平均の約４倍となっている｡一方この内陸工業都市としての発展は、その過
程で優良農地や緑豊かな自然環境の消滅と引き換えに行われたものであり、地域
の生活環境の向上と必ずしも十分に一致したものとはなっていない。
第３次産業の流通産業では、九州の交通体系の結節点という優れた交通の利便

性から、２４時間社会に対応した広域物流拠点都市として、鳥栖流通業務団地など
流通機能の集積が進んでいる。なお、自動車による交通量が増加しているため、
交通渋滞を来たすなど、交通機能が低下傾向にある。また、商業については、地
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理的に福岡市、久留米市といった大規模商業集積地に近いため、中心商店街は衰
退傾向にある。また、大型商業施設が進出し地場商店街と２極化の構造が進行し
ている。
本市の産業別の割合を見てみると、第１次産業は３.１％、第２次産業は２９.０％、

第３次産業は６７.２％である。

④土地利用
市域の土地利用の状況は、交通の利便性が高いことや福岡都市圏に近いことか

ら、宅地や商工業用地の開発が進んでいる一方農地は減少している状況である。
今後もこの傾向は続くものと考えられる。
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　平成１３年３月に策定された第５次鳥栖市総合計画の中で、めざす将来都市像に
ついて、�������	
�����������　２１世紀鳥栖　“ハートオブ九州”

��

を基本理念として掲げている。
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本計画の策定にあたっては、まず市の総合計画を踏まえ整合を図る。また、関
連する計画や事業等と連携（調整・誘導）を行うことを基本に、文化財の保存管
理計画にとどまることなく、鳥栖市の２１世紀の基本理念である"笑顔ひろがる文
化・交流・共生のまちづくり"を目指し、市民と行政が協働して進めていけるよう
な、まちづくりの総合的な内容に発展させていくものとする。
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勝尾城筑紫氏遺跡は、鳥栖市の北西部に所在する標高５０１.３ｍの城山の山頂と、
山麓の谷筋を中心に広がる戦国時代後期の筑紫氏の城下町を含む城館群である。
肥前の最東部に位置する当地域一帯は、北、東、南の三方を筑前・筑後に接し、
古代以来九州の東西・南北の交通の要となった地である。
勝尾城は、江戸時代に編纂された軍記物によると、応永３０年（１４２３）に少弐氏
に追われた九州探題渋川氏がこの地に逃げ込んだことが始まりとされるが、筑紫
氏が入部する以前の状況については不詳である。
筑紫氏は、明応６～７年（１４９７～９８）頃に当城に入ったと推測される。その後、

筑紫氏は、大内氏や大友氏に従い、龍造寺氏・秋月氏らと同盟あるいは敵対し、
めまぐるしく活動する。戦国末期の筑紫広門のときには、肥前基肄・養父郡を本
拠として筑前、肥前、筑後３ヶ国の国境地帯を領した。天正１４年（１５８６）７月に
島津氏に攻められ勝尾城は一旦落城するが、翌月末、広門は筑前五ヶ山の一ノ岳
城とともに奪回した。翌１５年６月に豊臣秀吉の九州国分により、広門は筑後国上
妻郡に転封され、城は廃城となる。城郭は山林に、城下は田畑となり、後世の改
変を受けることなく良好な状態で保存されることになった。
この遺跡については、江戸時代後期に作成されたとみられる「肥前州基肄郡勝
尾山筑紫広門公城跡之図」（福岡市博物館所蔵『筑紫家資料』）が残されている。本
図には、勝尾本丸・二ノ丸・鷹取・若山砦・筑紫家舘舎・諸士屋敷跡・切寄・大
手口・鐘撞山・春門左京古戦場・筑紫春門之墓・川上左京墓が記されており、図
と現地とがよく照合できる遺跡である。
戦前においてこの遺跡に注目したのは松尾禎作で、『佐賀縣史蹟名勝天然紀念

物調査報告書』第四輯（昭和９年、佐賀縣史蹟名勝天然紀念物調査會刊）に所載
の「吉野室町戦国時代及附近史蹟」において、館・城郭・寺社・空堀・土塁など
大規模な城館遺構が存在することを明らかにした。その後、平成元年度の鳥栖市
教育委員会による発掘調査で町屋跡が確認され、その成果により遺跡の評価が進
められ、平成７年度から平成１６年度まで鳥栖市教育委員会による計画的な発掘調
査が実施された。
遺跡は、これまでの発掘調査の所見によると、東西２.５㎞、南北約２㎞に及ぶ、

１５世紀末から１６世紀後半の約９０年間にわたって営まれた城館跡である。本城の勝
尾城、及び、鬼ヶ城、高取城、葛籠城、鏡城、若山砦などの支城群と、当主の居
館跡、家臣団屋敷跡、寺社跡、町屋跡で構成され、４重の堀と土塁で画されている。
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勝尾城は、標高約５００ｍの城山山頂に位置し、遺構の規模は東西約４００ｍ、南北
約６００ｍに及ぶ。主郭を中心に石垣が構築されており、特に東側の部分（伝二の丸
跡）には連続する小規模な石材を積み上げた石垣塁線と横堀が見られ、ここには
内枡形の虎口が取り付く。また、勝尾城跡の南山麓に位置する館跡からは、多量
の瓦を伴う建物跡と庭園跡が確認された。五つの支城によって防備された谷部に
は家臣団屋敷や寺社、町屋など城下町が配置されている。この城下町は谷を横断
する長大な堀と土塁により、大きく４つの空間に分けられ、それぞれ谷の奥から
館→家臣団屋敷→町屋という順に配置され、道によってつながっている。
地元で勝尾城の「登城道」とよばれる長さ約２００ｍの直線道の両側には、間口約

４ｍ、奥行き約１２ｍの短冊形の掘立柱建物群の町屋跡が確認された。
空堀は４条認められ、そのうちもっとも外側の町屋跡を取り込む惣構えは、石
張りの土塁を備えた深さ約５ｍ、長さ５００メートルを測る長大なものである。
遺物は輸入陶磁器、国内産陶器、瓦器、土師器、瓦、中国銭など多量に出土し
ており、その主体となる時期は１６世紀後半である。筑紫氏の在城時期とも一致す
る。
このように調査の結果、遺跡は勝尾城跡の特色ある縄張りや、館跡、家臣団屋
敷跡、町屋跡等の遺構、巨大な惣構えや城下空間を画する長大な堀の遺構などが
良好に残されていること、出土遺物から１６世紀中頃～後半という城下町の時期が
確定された。
これらのことから、勝尾城筑紫氏遺跡は保存状態が良好な戦国期の城館と城下
町の様子がよく分かる、重要な遺跡であることが明らかになった。
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勝尾城主筑紫氏の出自については一般に藤原家の流れをくむ武藤氏（少弐氏）
の一門と言われているが、諸説ある。史料上の初見は応永７年（１４００）であり、
少弐氏の有力家臣として歴史上登場する。武藤氏は鎌倉時代に鎮西奉行として関
東から下向し、筑前・肥前・豊前・壱岐・対馬等の守護を務め、大宰府を掌握し
大宰少弐の官職を兼ねたことにより、一般には大宰少弐氏と通称されている。少
弐氏は九州探題・周防大内氏・豊後大友氏等と北部九州の覇権をかけて争い、戦
国時代後期（１６世紀中頃）まで存続する。
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筑紫氏が勝尾城に入城するのは、筑紫満門の代で明応６～７年頃と考えられて
いる。以後、広門が勝尾城を離れる天正１５年（１５８７）までのおよそ９０年間が、筑
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紫氏の勝尾城における在城期間である｡
勝尾城がいつ築城されたかは、同時代の史料では明らかではない。後世に編纂
された『北肥戦誌』等の軍記物類によると、応永３０年（１４２３）、九州探題渋川義俊
の築城と伝えられ、渋川氏と少弐氏との抗争過程で渋川氏によって築城されたと
する。なお、勝尾城のある肥前東部は１５世紀代を通じ渋川氏の勢力基盤であり、
筑紫氏は少弐氏の尖兵として渋川氏と戦うなかで、この肥前東部に関わりをもつ
ようになった。その後、渋川氏を追い肥前東部を掌握した少弐氏も、明応６年
（１４９７）に大内氏との抗争に敗れ没落する。この頃を境にそれまで少弐氏の有力
家臣であった筑紫満門が少弐氏から離反し、敵方であった大内氏に服属する。筑
紫氏が勝尾城に入部するのはこの頃である。
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筑紫満門が大内氏の麾下に転じた後にも、それまでと同様に少弐氏を支え続け
た筑紫氏が存在した。すなわち、筑紫氏は分裂状態となったのである。系図上は、
満門－秀門－正門－惟門－広門と５代にわたり筑紫氏の家督が継承されたことに
なっているが、正門・惟門は少弐氏方であり、満門・秀門系統と敵対関係にあっ
たので、系図をそのまま信用することはできない。少弐氏に従った正門は、基肄
郡宮雄城を拠点とした。惟門は家督相続後しばらくは少弐冬尚を支える国衆の一
人であったが、天文１８年（１５４９）以前に大内氏方に転じている。
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筑紫氏内部の権力闘争や分裂は、１５５０年代の北部九州一帯に及んだ戦乱の過程
で淘汰され解消された。天文２０年（１５５０）大内義隆が家臣の陶晴賢の謀反により
自刃し、晴賢が擁立した大内義長も弘治３年（１５５７）に毛利元就に滅ぼされ、大
内氏は名実ともに滅亡した。大内氏の内紛と滅亡を契機に北部九州は争乱状態と
なったが、永禄２年（１５５９）までに大友義鎮（宗麟）が軍事的に制圧し政治的安
定を取り戻す。この時期の動乱は、筑紫氏の動向についても重要な転機となった。
北部九州を席巻する大友氏と対立した惟門は、弘治３年８月に大友氏に攻められ
一旦没落し、永禄２年２月に再挙して博多を襲撃し、一時博多周辺を占拠するが、
結局は７月初めに大友氏方の龍造寺隆信・神代勝利に討たれ再び没落した。翌年、
惟門は大友氏から筑前五ヶ山に蟄居させられた。
最初の惟門の没落後、大友義鎮は惟門の庶兄である草野真（信）清を宮雄城督
に任命し筑紫家の家名存続を許した。宮雄城はかつて少弐氏方の正門が拠点とし
た城である。しかし、永禄２年９月２１日、一門の筑紫長門入道等が草野真（信）
清を逐って筑紫家の主導権を握り、大友氏から筑紫家の再興を追認され、広門を



��

�������	


当主として擁立した。ここに長らく分裂・対立してきた筑紫氏は、大友氏の力を
背景に広門を擁立した一派により統一されることになった。広門は元服に際し、
筑紫氏の通字「門」を使用せず大友義鎮の偏諱を得て「鎮恒」と称し、また、室
に大友氏の家臣斎藤鎮実の妹を迎えたように、歴代当主の中でもっとも大友氏へ
の従属度が高い。永禄５年（１５６２）～１２年の間、前後２度にわたる毛利氏の九州
進出により再び戦乱が激化するが、広門は終始大友氏に属し、勝尾城は大友氏方
の戦略拠点として利用された。勝尾城の発展を考える上で留意すべき点である。
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天正６年（１５７８）１１月、大友氏が日向耳川の戦いにおいて島津氏に大敗すると、
龍造寺隆信が大友氏領国を席巻し、筑後・肥後・筑前に進出した。ここに至り九
州の政治状況は初めて大友・島津・龍造寺３氏による鼎立状態となった。広門は
嗣立時から一貫して大友氏に属してきたが、大友氏の支配体制が崩壊したことを
機に離反し自立した。翌７年正月には早くも秋月種実と連合して大友氏の岩屋城
を攻撃している。広門は急速に勢力を拡大した龍造寺隆信とは天正８年４月に起
請文を送り同盟関係を結んでいる。天正１２年３月、龍造寺隆信が肥前沖田畷の戦
において島津・有馬軍に敗れ戦死し、翌天正１３年から肥後八代を拠点に島津氏の
北上が開始されると、広門は龍造寺政家・秋月種実と盟約し、島津氏に好を通じた。
同年９月２３日、広門は高橋紹運の留守をついて宝満山城を奪取したが、天正１４年
３月には島津氏の人質要求を拒否し、大友氏と同盟した。次いで翌４月、高橋紹
運の息統増に娘菊子を娶せ、宝満山城を返還した。これにより島津氏の攻撃を受
けることになり、７月６日、麓の下栫を破られ、１１日に勝尾城は陥落した。広門
は筑後大善寺に幽閉されたが、脱出し、８月２７日、筑前五ヶ山の一ノ岳城を、翌
日には勝尾城を奪回している。この頃、豊臣秀吉が九州平定の軍を派遣し、広門
は島津氏攻めに従軍した。
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九州平定後、広門は秀吉の九州国分により、筑後国上妻郡に転封され勝尾城を
離れた。さらに豊臣大名として２度にわたって朝鮮に出陣し、文禄の役（１５９２～
９３）では小早川隆景とともに第７陣として兵９００人の軍役を命じられている。慶長
の役（１５９７～９８）では、兵５００人を率いて女婿の高橋統増とともに慶尚道加徳城の
守備を命じられた。
慶長５年（１６００）の関ヶ原の合戦では、石田三成方の西軍に属したことにより、

筑紫氏は改易となり、広門は肥後加藤氏さらには豊前小倉の細川氏の食客として
晩年を過ごし、元和９年（１６２３）８月２日、小倉において没する。その後、寛永
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４年（１６２７）８月、筑紫氏の本家は、細川忠興・忠利父子の尽力により嫡男主水
正広門（前名：茂成）が幕府より旗本に召しだされ再興を果たす。一族は、肥後
細川氏、筑前黒田氏、筑後柳川立花氏等に仕えた。
【参考文献】　

堀本一繁「勝尾城主筑紫氏に関する基礎的考察」（鳥栖市教育委員会編集・発行『戦国の城と城下

町～鳥栖の町づくりと歴史・文化講座～』（１９９７年）、後に２００３年、同編集・発行　『勝尾

城下町遺跡　保存整備基本計画書』に加筆修正）　

堀本一繁　「戦国期北部九州の政治動向と筑紫氏・勝尾城」（『海路』５号、２００７年）
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近年の発掘調査によって、古代末～中世の遺跡が次第に明らかになりつつある。
約３０ヶ所の遺跡が確認されている。
これら遺跡の多くは現在の村落と重なっておらず、必ずしも現集落に直接引き
継がれた集落跡ばかりではない。鳥栖地域には慶長絵図から、３４の村があったこ
とが分かっている。このうち１９ヶ所は文禄四年（１５９５）の検地帳（写）に村名が
見え、他の村落も荘園や在地領主の所領関係の記録に登場している。これら記録
に見える村落の成立時期は、もっとも古いものでは文治三年（１１８７）で、源頼朝
下文案に「曽根崎」等が見える。また建長七年（１２５５）の関東裁許状案、正応五
年（１２９２）の河上神社惣田数注文、観応三年（１３５２）の安楽寺領注進目録などか
ら、村落の存在を窺うことができる。
中世村落と密接に関わるものに神社の成立があるが、もつとも多いのが天満宮
系の３１社、八幡宮系１０社である。その創建年は確かなことは判らないが社伝によ
れば、天満宮系神社でもっとも古いものが天暦元年（９４７）で、１２世紀代に四社と
もっとも多く、特に永久元年（１１１３）には三社が勧請されている。また八幡宮系
神社では、承保年中（１０７４～１０７７）の勧請と伝えられものがみられる。
鳥栖地方には１０ヶ所の荘園が存在する。ほとんどが大宰府天満宮安楽寺領荘園

と宇佐八幡宮領荘園である。それぞれ安楽寺領荘園が五ヶ所、八幡宮領荘園が
三ヶ所である。
これら村落や神社、荘園等の状況から、現在に引き継がれてくる村落の成立時
期が１２世紀頃から顕著になる傾向が窺われる。その成立について、天満宮、八幡
宮関係の荘園の立荘が深く関わっていることは想像に難くない。発掘調査で集落
等の遺構が確認できる状況とも一致するものである。
鳥栖地域の中世集落を考える上で注目される遺跡がいくつかある。１２世紀～１３

世紀の遺跡に今泉町の今泉遺跡と牛原町の牛原前田遺跡である。今泉遺跡では現
存幅２.４ｍの方形溝（二辺確認）が確認され、内部空間から柱穴群、地下倉庫、青
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磁椀副葬の土坑墓（屋敷墓か？）が検出された。遺物は土師器類（皿・土鍋等）、
瓦器椀、白磁の椀、皿、青磁の椀、合子などが出土している。鳥栖市ではもっと
も古い方形居館跡である。牛原前田遺跡では広範囲にわたって粗・密はあるが、
柱穴群、土坑、土坑墓、溝、道跡などが検出されている。青磁・白磁の椀、皿、
東播系捏鉢、四耳壷、石鍋、大甕、秤などが出土している。多様の遺物が出土し
ており特に四耳壷、秤など、一般農村集落の遺物とは考えられないものが含まれ
ていることが注目される。道路、建物等の集落構造に今のところ企画性を見出す
ことはできない。かなり広範囲にわたって遺構・遺物が集中するブロックがあり、
塊村の状況を示すものと考えられる。いずれにしても１２世紀～１３世紀の集落景観
に、居館を中軸とするものと、遺構が凝集する塊村という二つが存在していたこ
とが認められる。
１５世紀～１６世紀前半の遺跡に柚比町の柚比本村遺跡がある。この遺跡には山城
跡と屋敷地があり、山城跡からは数段の曲輪、堀切、竪堀、屈折して走る虎口へ
至る通路などが検出されている。屋敷地は山城の南谷部（山城入り口方面）に隣
接してあり、周囲より２ｍ以上高い略長方形の平地にあり明確な遺構は検出され
なかったが、方形を基準とする屋敷地の区画が認められた。遺物は山城域で小柄、
洪武通宝などがある。なお、屋敷地正面の南側山裾には、承保元年（１０７４）勧請
と伝えられる、この地区の鎮守柚比天満神社がある。また現在残ってはいないが、
屋敷地の北西に寺（お堂）の存在を示す地名が確認される。すなわち１５世紀代には、
山城、屋敷地、寺社がセットとして存在する集落が成立していたことを窺わせる
遺跡である。
１５世紀後半～１６世紀代（中頃までか？）の遺跡に藤木町の藤木遺跡、大正町・

本通町の西浦遺跡がある。両遺跡とも屋敷地が確認され、直線道と組み合わされ
た方形の区画溝が巡っている。また藤木遺跡で柱穴、土坑、土坑墓、西浦遺跡で
は柱穴、土坑が出土している。遺物に若干の差が認められ、藤木遺跡では瓦、香
炉など、西浦遺跡では朝鮮製の粉青沙器四耳壷など特徴的な遺物が出土している。
この両遺跡で注目されることは、直線道を基軸に方形区画の屋敷が並ぶことであ
り、特に西浦遺跡では南北３００ｍにわたって続くことが推測され、現在、一辺約３１
ｍの屋敷跡が確認されている。このような空間の性格をどのように位置付けるか
今後の課題であるが、いずれにしても一般集落とは性格を異にする場所である。
１６世紀前半～後半の遺跡に京町の京町遺跡がある。西浦遺跡に隣接する東側谷
部にあり、溝、柱穴群、土坑、井戸などが確認されている。溝は屋敷地を区画す
るものである。遺物には白磁、青磁、染付などのほか、福建省、瀬戸美濃産の天
目茶碗、龍泉窯産の青磁浮遊環瓶などや、湯釜、火舎が大量に出土している。整
備された商業空間と考えられ、勝尾城筑紫氏遺跡の廃絶と期を一にして終焉を迎
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えているようで、筑紫氏が関与した町場の可能性が高い。今後、新町町屋との関
係が注意されるところである。
以上、集落を考える上で重要な遺跡について紹介したが、中世集落の成立と展
開に大きく二つの画期があったことが考えられる。一つは１２世紀～１３世紀であり、
この時期集落の成立が顕著に認められる。その背景には扇状地等の新たな土地の
開発と、それら土地を掌握管理する荘園の立荘という事情があったものと推察さ
れる。二つには１５世紀後半～１６世紀代で、街路を基準に区画された屋敷群の出現
が認められることであり、荘園集落とは異なる計画性の高い住居空間の出現であ
る。それまで存在した農村とは明らかに異質の構造であり、一定の権力に基づき
形成された空間と考えられる。このような規格性の高い集住空間は単なる集落と
は考えにくく、むしろ商業に関わる空間の可能性を考えておくことも必要であろ
う。１６世紀代においては、筑紫氏の存在とも決して無縁とは考えられず、商業経
済の進展とそれを掌握する地域権力との関係など、今後問題とされなければなら
ない。
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本遺跡の発掘調査に係る経過は、以下のとおりである。
○【調査歴】

�����������

町屋を取り込む大規模な惣構の空堀の残存状態と規模を確認｡
戦国期の１６世紀後半代の町屋跡を確認した｡主な遺構は、掘立
柱建物跡、土坑等。

惣構の空堀
新町町屋跡平成

元

館跡で建物区画の石列や桝形状の虎口と石段、焼けた壁土が確
認｡時期は１６世紀後半代。
伝春門屋敷跡（Ｂ地点）で戦国期の屋敷跡、伝諸氏屋敷跡（Ａ
地点）で、柱穴を確認。伝承地と遺構が整合。

筑紫氏館跡、
伝春門屋敷跡
伝全慶寺跡等

７

平成元年度の発掘調査の成果を報告書にまとめて公開した。
『山浦新町遺跡』　県営ほ場整備事業関係発掘調査報告書（４）

調査報告書作成
（第４６集）

葛籠城の空堀の残存状態と規模を確認｡
１６世紀後半代の屋敷跡を４地点（Ｅ・Ｆ・Ｇ・Ｈ）確認｡主な
遺構は建物区画の石列、虎口、道、水路状遺構等。

葛籠城跡の周辺
８

１６世紀後半代の屋敷跡を２地点（Ｃ・Ｄ）で確認した。
主な遺構は建物区画の石列、焼けた壁土、柱穴群等。

四阿屋神社周辺
伝春門屋敷跡の東
伝全慶寺跡の東

９

平成７～９年度の発掘調査の成果を報告書にまとめ公開した。
『勝尾城下町遺跡』　確認調査報告書（１）　

調査報告書作成
（第５７集）１０

館に伴う建物跡、庭園跡が良好な状態で残っていることを再確
認。館の基本的な構造並びに空間構成が想定された。主な遺構
は礎石建物跡、石列、焼けた壁土や柱穴等。

筑紫氏館跡
（第２次）１１

勝尾城の搦手という位置であるが、戦国期の城郭に関連する明
確な遺構、遺物は認められなかった。勝尾城に先行する平安時
代後期と１４世紀代の遺物が確認され、勝尾城の成立以前の様相
の一端が明らかになった。

勝尾城跡の北側

１２

所在不明であった、若山砦の位置が確定された。
主な遺構は曲輪、堀切、石列、柱穴等。時期は１６世紀後半代。
若山砦の北東山麓部より屋敷跡（Ⅰ地点）を確認した。

若山砦跡
鬼ヶ城跡の縁辺部１３

勝尾城の搦め手（北斜面地）にかけて尾根に連続する土塁や曲
輪を新たに確認した。
勝尾城の規模がさらに広がり、その構造が明らかとなってきた。
『勝尾城下町遺跡　保存整備基本計画書』　を作成し、公開し
た。

勝尾城跡
（搦め手）

１４

勝尾城では、石敷き遺構や横堀等の城郭遺構を確認。１６世紀を
主体とする陶磁器類をはじめ、鎧兜の部品や土鍋など多様な遺
物が出土した｡鬼ケ城では、土塁や曲輪をはじめ虎口に伴う石
段、石積み等を確認。

勝尾城跡
鬼ヶ城跡１５

葛籠城では空堀に隣接する曲輪より石積みと石段を伴う遺構を
確認｡　
高取城では、土塁を伴う虎口を確認。鏡城では遺物の出土から、
城郭の時期が判明した。

葛籠城跡
高取城跡
鏡城跡１６

平成１１～１６年度の調査成果を報告書にまとめ公開した。
『勝尾城筑紫氏遺跡』　確認調査報告書（２）

調査報告書作成
（第７８集）１７
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○発掘調査より遺跡の特徴は、以下のとおりである。
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���勝野尾城、山浦勝尾城、
　　　勝山城、筑紫城、三上山城等
���筑紫広門

�����鳥栖市牛原町字若林１５６１番３９ほか
����標高約５００ｍの城山山頂。
����東西約４００ｍ、南北約６００ｍ。
����城の基本構成は、谷を内に取り込みあたかも鳥が翼を広げるかのように曲輪が配置さ
れており、主郭を中心に大きく３ヶ所の曲輪が連結され、それぞれの曲輪には土塁、石積み、
横堀等の城郭遺構が認められる。また、南の大手道と考えられる場所にも出曲輪が配置され、
石積みを有する。主郭北側の搦め手口には、畝状竪堀群や曲輪が確認されている。城の虎口
は現在３箇所確認されている。
������平成１５年度（重要遺跡確認調査）
����主郭部は建物の礎石と考えられる石をはじめ柱穴、土塁、石積み、石段などを検出し
た。また、主郭部南下の曲輪より石敷き遺構が確認された。
����輸入陶磁器類をはじめ、天目茶碗、土師器、鎧兜の部品（小札）、青銅製の勺、瓦等が
出土。陶磁器の時期より館跡と同時期の１６世紀後半を主体とする。
������瓦と礎石を使用した建物が想定される。
�������	山林及び保安林、勝尾城主郭部は市有地であり。その周辺は県有地と区有地、
森林組合地で占める。
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�����鳥栖市牛原町字若林１５５４番１ほか
����標高約２２０ｍの谷奥部に位置し、勝尾城から南にのびる二本の尾根に挟まれた山裾にあ
たる。
����館主体部の平場の面積は、約５,０００㎡で、東西方向に長い長方形を呈する。この平場に
付随して前面に外囲いの石積み遺構が認められ、その空間まで含めると、面積は約２０,０００㎡
に及ぶ。
������平成７・１１年度(重要遺跡確認調査)

����現地表下３０～１２０㎝に良好な状態で残存する。遺構は、礎石をはじめ柱穴、石積み列、
石積みで構築された虎口や石段、焼けた壁土などが確認された。
����輸入陶磁器類をはじめ、土師器、灯明皿、瓦、石臼、硯、小柄、中国銭、漆塗椀等が
出土。時期は１６世紀後半を主体とする。
������館は、桝形状の石積みの虎口を有し、前面（手前）に空間地、その奥に西から東
へ「台所」、「主殿」、「会所」、「庭園」があったと考えられる
����山林と畑地で大半は市有地である。館主体部に昭和３０年頃から弘法大師を祀る民間信
仰の場となっている。
�������	
�館跡は、かつて「オタチ」とよばれていた場所である。この館跡につい
ては、「肥前州基肄郡勝尾山筑紫広門公城跡之図」（福岡市博物館所蔵）に「此両峰ノ際、平
坦処筑紫家館舎有之タルヨシ、今以土人此処ヲ御タチト称ス」と記されている。
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���津倉城
���不明

�����鳥栖市山浦町字３４４８番１２ほか
�����標高約１２６ｍ。勝尾城の南東に築かれた支城。
�����主要部は、東西約３０ｍ、南北に約５０ｍ。
�����防塁型城郭
������平成８年度、１６年度（重要遺跡確認調査）
�����空堀、土塁、曲輪、石積、虎口
�����輸入陶磁器（青花、白磁）　１６世紀
������２条の長大な堀と土塁で防備。（堀幅約５ｍ、深さ約５ｍ、長さ約５５０ｍに及ぶ）。
�������	山林
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���鷹取城
���筑紫春門

�����鳥栖市山浦町字中原３５３８番１ほか
����標高約２９０ｍ。勝尾城の南東に築かれた支城。
����主要部は、東西約２２０ｍ、南北に約３０ｍ。
������平成１６年度（重要遺跡確認調査）
����曲輪、堀切、虎口、土塁
����輸入陶磁器（青花、白磁）、銅製品（兜前立）
����１６世紀
����山林・保安林

���叔父ヶ城
���不明

�����鳥栖市牛原町地内
�����標高約３５０ｍ。勝尾城の南西に築かれた支城。
【����主要部は、東西約１００ｍ、南北に約１００ｍ。
������平成１５年度（重要遺跡確認調査） 
�����曲輪、虎口、土塁、石段
�����輸入陶磁器（青花、白磁）
�����１６世紀
�����保安林
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���鏡山城
���宗筑後守

�����鳥栖市牛原町字１２１３番１ほか
�����標高約１７０ｍ。勝尾城の南東に築かれた支城。
�����主要部は、東西約２２０ｍ、南北に約３０ｍ。
������平成１６年度（重要遺跡確認調査）
�����曲輪、堀切、土塁、畝状空堀
�����輸入陶磁器（青花、白磁）
�����１６世紀
�����山林・保安林

���谷山ノ城
���金屋左衛門大夫

�����鳥栖市牛原町１４４９番１ほか
��������標高約２５０ｍ。勝尾城の南東に築かれた支城。
��������主要部は、東西約１００ｍ、南北に約１００ｍ。
������平成１４年度（重要遺跡確認調査）
�������曲輪、堀切、石積み
�������輸入陶磁器（青花、白磁）　、火箸
�������１６世紀
�����山林
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Ａ～Ｉの９地点

������大手方面の最も奥の館跡南一帯、現況は田。江戸時代の絵図に屋敷跡の記載有。柱穴
を確認。

������高取城の北西麓に位置。地元で「ハルカド」と呼ばれ、筑紫広門の弟の遺称地である。
石列・柱穴を確認。

������屋敷跡Ｂ（ハルカド）の東に連続する屋敷地。石列・柱穴等を確認。
������若山砦の南西に位置。石垣等を確認。
������葛籠城の北東に位置。石列・虎口・土塁等を確認。重臣クラスの屋敷と想定される。
������屋敷跡Ｅの東に位置。土塁・柱穴を確認。直角に折れるクランクの道が残る。
������葛籠城の北に位置。土塁・柱穴・柱根を確認。
������葛籠城主郭部の北西に位置。土塁・石垣・道・柱穴を確認。
������若山砦の北東山麓に位置。石列・柱穴等を確認。

空堀Ⅰ～Ⅳの４ヶ所

・城下は、谷を遮断する４ヶ所の長大な堀と土塁によって防備されている。
�����城下の最奥部に位置する堀と土塁。現況で、幅約４ｍ、長さ約２００ｍ。
�����大手口の前線に防備する堀と土塁。現況で、幅約４ｍ、長さ約１４０ｍ。
�����葛籠城に付随する２重の堀と土塁。幅約５ｍ、深さ約５ｍのＶ字形。長さは５５０ｍ。
�����城下の最も外側の堀と土塁で、幅約１０ｍ、深さ約５ｍのＶ字形。土塁は、石張りが施され

ている。
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�����鳥栖市山浦町地内
�����葛籠城と惣構空堀に挟まれたところ
������平成元年度（ほ場整備事業に伴う本調査）
������調査面積４,０００㎡
�����間口約４m、奥行き約１２mの短冊形の掘立建物群
�����掘立柱建物跡、土坑、道状遺構？
�����輸入陶磁器（青花、白磁）、土鈴、火縄銃の弾丸等。
������１６世紀後半の町屋跡、長さ２００ｍの直線道に推定８０軒の町屋。
������水田、道路
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鳥栖市では、これまでの調査等の経緯を踏まえ、平成１５年５月より国の史跡指
定を受けるべく指定申請の準備に入り、平成１７年７月２９日付けで史跡指定に係る
関係書類を提出し、文部科学大臣に申請を行った｡平成１７年１１月１８日付けで国の
文化審議会の答申を受け、平成１８年１月２６日付けで、約１３８�が国の史跡に指定さ
れた。
今後は、未指定地区の追加指定を進めるとともに史跡の保存管理に努め、将来
は市民をはじめ多くの人々が史跡に親しみ歴史を体験する場として、整備活用す
ることを目指す。

�������	

（１）指定の説明とその範囲
［名　称］　勝尾城筑紫氏遺跡
［指定日］　平成１８年１月２６日（文部科学省第４号）
［所在地］　鳥栖市牛原町、河内町、山浦町
［指定地］　鳥栖市牛原町東河内１４０２番ほか３８４筆
［面　積］　１,３７７,６７０.８４㎡
［説　明］　戦国末期に北部九州で強大な力を発揮した筑紫氏の遺跡であり、

縄張りや館跡・家臣団屋敷跡・町屋跡等の遺構、巨大な惣構えの
堀や空間を画する長大な堀の遺構などが良好に残る。当時の城下
町の様子をよく知ることができる遺跡であり、我が国の戦国期の
歴史を考える上で重要である。

（２）指定地の追加
追加指定の範囲は、平成１８年１月２６日付で指定されなかった高取城跡、鬼ヶ城

跡、鏡城跡の支城群、家臣団屋敷跡、新町町屋跡、総構空堀等の約１３９�を対象と
する。

（３）土地の状況等
①現況
当該地の地形は、城山山麓を中心に山裾に入り込む谷底平野一帯で、最も高所
の城山山頂（５０１.３ｍ）に勝尾城があり、その麓の谷底平野に館跡、屋敷跡などの
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城下が展開する。
谷内部は起伏に富んでおり、城下入口の惣構空堀付近で標高約７０ｍ、最も谷奥

の館跡で標高約２２０ｍと、直線距離２kmの間に約１５０ｍ上がる複雑な段丘によって
形成されている。
河川は、城下域の狭長な谷奥の山あいから､河内川が西から東に流れ、城下東で

安良川に合流する。この河内川流域の谷底平野は、谷口を安良川が形成する谷と
共有しており、分岐点の四阿屋付近では谷幅４００ｍ以上と広いが、分岐点までは最
大幅で２００ｍ程度の非常に狭小な谷である。谷奥は、九千部山塊によって閉ざさ
れている。
城下中枢域の谷部以外は概ね山林で、全体面積の約８３％を占めている。山に囲

まれた静かな山間地である。山林の大半は、スギ・ヒノキの植林地が主体であり、
個人の所有林については、管理が不十分なものが多く認められる。また、当該地
の一部は、土石流氾濫区域や急傾斜崩壊危険区域になっている。
谷内部には、田をはじめ、畑や原野、宅地があり、地元住民の日常生活の場所

となっている。なお、高齢化と農業後継者不足のため、土地の荒廃化が進みつつ
あるのが現状である。
域内の主要道路としては、東橋から谷奥の館跡の区間に、河内川に沿うように、

市道四阿屋筑紫神社線が走っており、地元住民の生活道となっている。
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②植生・希少動物
　イ．植生
史跡のある城山山麓一帯の植生は、山麓部と谷底平野によって大きく二分され
る。面積の大半を占める山麓部は、概ねスギ・ヒノキの植林とシイ・カシの萌芽
林によって構成されている。谷底平野は水田雑草群落によって占められている。
また、城山の北・西（奥部）にはアカマツ、アカガシ・イヌシデ、ホソバショリ
マ、ミミズバイ・スタジイなどの群落がある。集落付近にはモウソウチク林が認
められる。
スギ・ヒノキの植林は概ね２０年以上の成木であるが、管理にバラツキがあり特

に個人所有のものについては、樹林が荒れているものが目に付く。また、アカマ
ツについては群落があるとされるが、松食い虫の被害によってほとんどが枯れか
かっているのが実情である。
また、九千部山付近には、ブナ・アカガシ林が認められる。

　ロ．希少動物
城山の南麓一帯には、いくつかの貴重な動物の分布が認められる。

�����

�������	

�

　　山地の森林や渓流に生息する。生息数少ない。
�����

�������	

　　脊振山地に局地的に生息が確認されている稀種。生息数稀。
�������	

　　脊振山地の渓流にわずかに生息するトンボ。
���������

　　九州でも生息が少ない蛾、県下では脊振山地の東麓で採集される。
�������	

　　四阿屋周辺で確認されている。

これらの動植物が生存していることは、この一帯がそれらを育む良好な自然環
境を保持しているということであり、史跡環境の要素として、自然環境の保全も
必要である。
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③法令による土地規制
�������

史跡指定地及び追加指定地全域が市街化調整区域であり、開発は原則抑制さ
れる地区である。そのため、開発行為を行うにあたっては事前に県知事の許可
が必要となる。

�����

勝尾城と鬼ヶ城にかけての山林地一帯は森林法による保安林指定を受けてい
る。立木の伐採や土地の形状変更などを行う場合には、事前に県知事の許可が
必要となる。

�������

勝尾城から筑紫氏館跡、鬼ヶ城にかけては脊振・北山県立自然公園普通区域
に指定されている。工作物の設置や土地形状変更等の開発行為を行う場合は、
事前に県知事に届出が必要となる。

�����

河内川流域は土石流などの土砂災害を未然に防ぐため、砂防指定地に指定さ
れている。区域内で開発行為を行う場合は、事前に県知事の許可が必要となる。
また、河内川で河川改修などの開発行為を行う場合は事前に県知事の許可が必
要となる。

��������	
�������������
��

市街化調整区域内の農地を農地以外の目的で使用する場合には、事前に県知
事の許可が必要となる。また、農業振興区域（農用地区域）については、原則
農地以外に変更することができない区域であり、事前に市長の許可が必要とな
る。

�������	

史跡指定地内で現状変更等を行う場合は、文化財保護法第１２５条に基づき、事
前に文化庁長官の許可が必要となる。
また、史跡指定地外の文化財の取り扱いは、指定地周辺が周知の埋蔵文化財
包蔵地となっているため、区域内で土木工事等を行うにあたっては、事前に文
化庁長官に届出・通知を行い確認調査等の実施が必要となる。
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④大規模な開発事業
�������	

九州電力株式会社の高圧送電線の山家鳥栖線、佐賀幹線、鳥栖上峰線が、史
跡指定以前より運開されている。また、今後の事業計画では平成２０年度から高
取城跡の南西部にかけて、脊振鳥栖線が新設される。このため、脊振鳥栖線が
新設整備された後は、勝尾城跡と館跡のほぼ真上を南北に縦断する、既設山家
鳥栖線の高圧送電線鉄塔は撤去される予定である。
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現在建設中の森林基幹道九千部山横断線は、勝尾城跡の北から東、南へと経
由しながら、館跡の西側を通り、鬼ヶ城跡の東側に橋梁（橋長１８７ｍ）を架けて、
高取城跡の西側を通る計画である。
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勝尾城跡と葛籠城跡の地下に、九州新幹線鹿児島ルートの筑紫トンネル工事
（総延長１１,８６５ｍ）が行われている。また、九州新幹線事業の付帯施設として
空堀Ⅳ（惣構）の隣接地に変電所が建設中である｡
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史跡の保存は現状を維持しながら、さらにその有効な整備活用を目指すもので
ある。本史跡は指定面積が約１３８�に及び、指定地内には民家を含み、住民の生産
活動と日常生活の場として、多様な土地利用が行われている｡このため史跡の保
存管理に当たっては、住民生活との調整が不可欠であり、かつ城館遺構を将来に
わたって適切に保存することが望まれる。
保存管理計画策定に当たっては、史跡及び土地の諸条件、さらにそれらの特徴
を踏まえ、最も望ましい方向を定める必要がある。ここでは下記の基本方針に基
づき、史跡の保存管理を行うものとする。
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勝尾城筑紫氏遺跡の基本的特徴は以下のとおりである。
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保存管理計画の策定にあたっては、史跡の本質的価値とその構成要素を明確化
することが必要である。このため、勝尾城筑紫氏遺跡が国の史跡に指定された根
拠や条件を明らかにし、その重要性や史跡の在り方に基づき保存管理計画は組み
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立てられるものである。
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本史跡の指定理由の説明の中で、文化庁は、「戦国期に北部九州で強大な力を発
揮した筑紫氏の遺跡であり、縄張りや館跡・家臣団屋敷跡・町屋跡等の遺構、巨
大な惣構えの堀や空間を画する長大な堀の遺構などが良好に残る。当時の城下町
の様子を良く知ることができる遺跡として、我が国の戦国期の歴史を考える上で
重要である。」としている。
つまり勝尾城筑紫氏遺跡が国史跡に指定された理由は、長大な堀に代表される
特徴的な遺構を始め、戦国時代の城下町を構成する各遺構が良く残っており、当
時の城下町の全体像が良く分かる遺跡ということである。
この指定理由を踏まえた史跡の本質的価値を構成する諸要素とは、勝尾城筑紫
氏遺跡を構成する戦国時代に形成された遺構にほかならない。また、これら遺構
の在り方こそ勝尾城の歴史的価値や意義を語る上で不可欠な要素である。
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１６世紀代、城下防備のため勝尾城主筑紫氏によって築城又は改修された山城群
である。それぞれ特徴的な縄張り構造を持つとともに、曲輪や堀などの遺構が良
く残っている。特に本城勝尾城には石垣、横堀、桝形虎口など、当時最先端の筑
紫氏の築城技術が集約されている。
以下、示した遺構はいずれの諸要素においても、現在まで確認されたものにつ
いて表示したものである。将来、新たに遺構が発見される余地を残している。
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１６世紀代に整備された、城下町の核となる勝尾城主筑紫氏の館跡である。さら
に館周りには筑紫氏の公用施設や屋敷などの存在が予測される平場が広がってお
り、館と一体化した空間を形成している。
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筑紫氏の家臣団屋敷跡が現在Ａ～Ｉの９地点で確認されている。このうち、Ｄ
地点、Ｅ地点、Ｈ地点の屋敷跡は、現況で石垣や虎口等の遺構が良好に認められ、
当時の姿をとどめている。その他の屋敷跡は地下に埋没している。
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城下町には勝尾神社と全慶寺という寺社があったと伝えられている。勝尾神社
は筑紫広門が天正元年に城内鎮護のため、四阿屋神社から勧請。全慶寺は確かな
ことは分らないが、筑紫氏の祖とされる経重の義父少弐経稔の法名が「善慶」で
あることから、そのことと何らかの関係がある寺と考えられる。このうち勝尾神
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社は本来城内にあったと考えられるが、現在その位置は不明。戦国期以降に移さ
れたと考えられる勝尾神社跡は現存も残っている。全慶寺跡には近くに古墓もあ
るが、明確な寺院遺構は確認されていない。
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勝尾城の城下町の町屋で、発掘調査により戦国期の短冊形を呈する掘立柱建物
群とともに、陶磁器などの遺物を確認した。現在、圃場整備事業により、遺構の
一部は消失したが、その他は、水田下に埋没している。
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城下空間を画する長大な堀と土塁を備えた空堀Ⅰ～Ⅳがある。本遺跡を代表す
る特徴的な遺構である。

�������	
����

新町町屋跡を貫く、直線約２００ｍの農道で、地元で勝尾城登城道と伝えられる。
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四阿屋神社は、延喜２１年（９２１）の『類聚符宣抄』に登場する古社で、現在まで
地域の崇拝を集めてきた神社である。天正期には勝尾城主筑紫氏と密接な関係を
有した神社であり、広門は城内鎮護のため四阿屋神社から分霊し勝尾社を祀って
いる。また筑紫氏の起請文にも登場する神社である。筑紫氏の家臣の空間とは異
なるが、清流と古木が一体となり、その静かなたたずまいは史跡空間とマッチし
た良好な環境を形成している。

�������	
���������������

勝尾城筑紫氏遺跡の史跡面積は約１３８�である。追加指定予定地を含めれば約
２７７�に及ぶ大規模な遺跡であり、この遺跡空間内には集落（民家）をはじめ道
路や工作物など様々な生活関連施設が存在する。また、史跡を取り巻く川や山な
ど良好な自然環境も残っている。このように地元の生活空間と一体として存在す
るのが勝尾城筑紫氏遺跡である。
これら自然や人工物も合わせた在り方についても、史跡の本質的価値以外の諸

要素として保存管理計画のなかに適切に位置づけ、史跡のより良い保存を行って
いく必要がある。なお、これら諸要素は、①史跡等の保存管理上有効な要素と②
史跡の保存管理上調整が必要な要素によって構成されており、それぞれ区分して
扱う。
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史跡の保存管理上有効な要素とは、今後史跡の保存管理を進める上で史跡の本
質的価値を支え、史跡のより良い環境形成に寄与するものを指す。したがって直
接勝尾城や筑紫氏に関係しないものでも、広い意味でこの地区の歴史や風土に係
わるものは、将来の史跡の保存管理や活用上必要と考えここに含める。

�������	
��������

江戸時代後期の絵図、明治２２年の地籍図、地元の伝承等から戦国時代の道と考
えられる山道や里道がある。家臣団屋敷跡Ａ地点の道、Ｆ地点の道、勝尾城搦め
手方面の伝城道などである。
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後世につくられたものであるが、勝尾城筑紫氏遺跡の歴史に関わる石造物や地
元生活のなかから生み出された信仰対象の石造物、江戸期に陶磁器を焼いた窯跡
などがある。また、勝尾城の歴史に由来する地元の伝承や地名が残っている。
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河内川沿いの城下域に市が所有する公共施設がある。将来の勝尾城筑紫氏遺跡
の整備、活用の拠点の一つとすることを視野に入れ、現在文化財の整理作業の施
設として利用している。
また、市所有の空き地が、四阿屋神社南と筑紫神社（館跡）南、新幹線用変電所
建設用地の北西にある。現在は駐車場と新幹線工事事務所として利用されている。
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史跡の南・北は標高１３０ｍ～５００ｍの山稜である。山の土地利用は雑木林、スギ・
ヒノキの植林帯（史跡面積の約８６％）で占められており、後世形成された自然景
観ではあるが、静かな山懐という良好な史跡環境を形成している。
また山地の形状は、一部砕石が及んだ所以外は「肥前州基肄郡勝尾山筑紫広門

公城跡之図」に描かれた山容を現在も保っている。
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城下中枢域を東西に河内川が流下。史跡の追加指定予定地の東を安良川が流れ
ている。このうち河内川は、史跡を東西に貫く清流で、その渓谷美は、良好な史
跡環境の一翼を担っている。また、この河川には多くの谷が入り込んでおり、変
化に富んだ地形を形成している。
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史跡並びに追加指定予定地内の主要生活道として、河内川に沿って東西に走る
道路（Ａ）と新町地区を南北に走る道路（Ｂ）がある。また、谷筋、尾根筋に
沿って、かって山林の管理や炭焼きなどに使われた山道が多く走っている。
これらの道路は、今後史跡の活用上、来訪者の主要動線、史跡の管理用道路、

史跡を巡る散策道として必要である。
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　現在、史跡並びに追加指定予定地内には、２箇所に生活用の橋梁が架かってい
る。いずれも城下中枢部を東西に貫く主要生活道に係るもので、河内川の両岸を
結んでいる。橋梁幅は３ｍ以下の小規模のものである。
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四阿屋神社一帯には、四季折々の植物が多く生育している。特に自然林の森が
残り、良好な自然景観を形成している。これらの植物は必ずしも戦国時代に存在
したものではないが、良好な史跡環境に寄与する植物群である。この良好な自然
環境のもとに、地域の伝統的な祭礼としてかって牛原の獅子舞、養父のはぐま、
宿の鉦浮立、蔵上の御田舞で構成される四阿屋神社の神幸祭が行われてきた。現
在は牛原の獅子舞が春に奉納されている。
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史跡の保存管理を進める上で、良好な史跡環境を維持するために除去した方が
望ましいと考えられるもの、並びに除去すべき対象物ではないが民家や田、畑な
ど現状変更の行為が生じた場合、その取り扱いについて調整が必要と考えられる
ものを指す。
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樹木や竹、雑草が石垣や土塁、堀などの遺構に繁茂している。これら城館遺構
の保存に損傷を与える可能性のある植物は除去していく。また、道路や河川沿い
に繁茂する同様な植物についても、史跡景観や管理上マイナス要素となっている
ものについては、除去をしていく必要がある。
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史跡地内には電柱や看板などの工作物が設置されている。これら既設の工作物
についても、史跡の保存活用に影響を与えるものについては、将来的には、改修
や撤去を考慮する必要がある。
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①高圧送電線鉄塔
史跡地内で特に目に付くものとして、高圧送電線鉄塔がある。史跡の景観上マ

イナス要素となっている。この高圧送電線鉄塔については、新設する計画はない。
なお、勝尾城跡から館跡、高取城跡の南北に運開している山家鳥栖線は将来撤去
する計画がある。

②森林基幹道
森林基幹道九千部山横断線については、現在、勝尾城の七合目付近を、南北に

建設中である。開通後は史跡来訪者の道路や管理用道路として利用できるという
点では、プラスの面もあるが、史跡景観、修景等に十分配慮したルートと工法の
調整が必要である。

③九州新幹線筑紫トンネル
勝尾城跡と葛籠城跡、空堀Ⅳの地下に、現在、九州新幹線建設のトンネル工事

が行われている。工事自体が地下深くで行われているため、今のところ城館遺構
には直接影響を与えていないが、自然環境から考えた場合、予測されないような
事態が生じる可能性も考慮する必要がある。
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史跡地及び追加指定予定地内には、牛原町の河内と四阿屋、山浦町の牛石と新
町の四つの集落があり、民家が約50戸存在する。特に民家は、葛籠城跡と新町町
屋跡に挟まれた山浦新町地区に集中している。
今後、住宅の新築や増改築、建替えが考えられ、文化財保護との調整を要する。
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なお、当該地区全域は市街化調整区域であり、原則開発を抑制する地区に当たる。
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城下中枢域の河内川沿いに水田、民家周囲に畑地がある。水田の面積が２３４,４０６
㎡（史跡全体の約８.５％）、畑地の面積が３０,８００㎡（約１.１％）である。このうち四
阿屋、新町地区の水田については、現在圃場整備事業が完了しており、水田地の
大規模な改良は計画されていない。現状を維持することが望ましい。
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水路は地元の生活や生産活動においては必要不可欠な施設である。現況の水路
はその規模や形状より史跡に大きく影響を及ぼすものではない。ただし、筑紫氏
館跡の内部を貫く水路については、虎口の石積みや通路等の遺構に徐々に損壊を
与えている状況であり、史跡の保存整備の面から、早急に水路の改修や移設が必
要である。

以上、史跡の本質的価値を構成する諸要素以外の諸要素について整理した。
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史跡の適切な管理を行うに当たって、周辺地域の環境についても整理しておく
必要がある。史跡の保存を進める上で必要な要素、あるいは不適切な要素がある
と考えられ、今後より望ましい史跡の保存管理を進める上で、史跡との関連を踏
まえその取扱いについて方向を定めておく必要がある。以下、特に史跡の保存管
理に密接に関連するものについて、項目ごとに整理しておく。

�����

史跡を取り巻くバックグラウンドとして山や川などの自然がある。この自然環
境を開発から守り保全していくことが、良好な史跡環境の維持に繋がるものと考
える。
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鳥栖市を東西に貫く長崎自動車道の北側が山地であり、福岡県那珂川町と境を
接する九千部山（標高８４７.５ｍ）を主峰に標高１００ｍ～８００ｍの尾根が南下している。
この山稜に東から大木川、安良川、沼川の小河川が入込んでいる。この山塊のほ
ぼ中心に城山（勝尾城跡）がある。
植生は、標高５００ｍ付近まで、スギ・ヒノキの植林帯が入り組んでいる。自然

林は標高の高い方からブナ、アカマツ、アカカシ、シイ、カシ林であり、特に九
千部山－石谷山（標高７５４ｍ）の尾根筋は自然林が良く残り九州自然歩道として
利用されている。まず、これら自然を維持（植林帯については山林の管理）し保
護していくことが必要である。
勝尾城筑紫氏遺跡との関係では、城山－九千部山・石谷山との山歩きル－トの

整備活用等の広域的な自然を活かした施策を今後検討していく必要がある。また、
砕石場、ゴミの最終処分場等自然の景観を壊す要素については、今後この長崎自
動車道以北の山地にはつくらないよう抑制していくことが望まれる。
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縄文時代～近代までの遺跡や歴史遺産、民俗芸能などの多くの文化財がある。
これらは鳥栖地方の人々の営みの結晶であり、それぞれの特徴を活かし勝尾城筑
紫氏遺跡と結び付けることにより、さらに遺跡や市のイメ－ジアップにもなるも
のと考えられる。以下、その主要なものについて概観する。
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鳥栖地域には数多くの弥生時代の遺跡がある。遺跡の集中度やその在り方から、
この弥生時代から鳥栖地域が固有の地域形成をたどってきたことが明らかになっ
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ている。しかし、その多くは開発のため消滅したり市街地の下に埋もれている状
況である。このようななかで、柚比町の安永田遺跡は弥生時代に青銅器を鋳造し
た集落跡として国の史跡に指定されている。
また、この遺跡の近くには、県史跡の庚申堂塚前方後円墳や剣塚前方後円墳、

岡寺前方後円墳などの大型古墳や、装飾古墳として著名な国史跡の田代太田古墳
（６世紀後半）などがある。さらに県史跡の赤坂前方後方墳などもあり、鳥栖市
を代表する古墳群を形成している。
現在、国史跡の田代太田古墳（６世紀後半）、並びにヒャ－ガンサン古墳（６

世紀後半）の二基については石室内部を見学することができ、田代太田古墳が年
に１回、ヒャ－ガンサン古墳が随時一般公開を行っている。これらの遺跡や古墳
についても、今後その整備について検討を進めるとともに、広域的な歴史散策ル
－トとして勝尾城筑紫氏遺跡と連携していく必要がある。
さらに、勝尾城筑紫氏遺跡の東側一帯の山には、牛原古墳群や横井古墳群、群

石古墳群等の群集墳が分布する。これら群集墳の現況は、墳丘と一部石室が露出
している状態で何ら整備されていないが、これらについても散策コ－スとして設
定できるかを含め、その保存と活用について今後検討を行うことが必要と考えら
れる。
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市内には中世に遡る美術工芸品や石造物が残っている。美術工芸品では、平安
後期の作といわれる幸津町の幸津天満宮の薬師如来坐像（市重文）がある。また
河内町の萬歳寺には、室町時代前期の絹本著色見心来復像と絹本墨画淡彩以亨得
謙像の絵画があり、いずれも国の重要文化財に指定されている。幸津天満宮は勧
請の時期は不明であるが幸津庄に関わる荘園鎮護の目的でつくられた集落の中枢
となる神社、萬歳寺は鎌倉時代（１３世紀）には成立していたと考えられる禅宗の
古刹である。
石造物は数は少ないが、層塔、五輪塔、宝筺印塔、板碑、六地蔵などがある。層

塔は、立石町の立石八幡宮境内に室町時代の五重石塔（市重文）、山浦町の荒谷
薬師堂の軒を彫り出した層塔残欠がある。五輪塔、宝筺印塔は少ないが、神辺町
字国泰寺に集中しており、なかでも筑紫氏の重臣島珍慶の供養塔（五輪塔）がそ
の代表である。板碑は市内に点在しており、立石町の野副板碑群（市重文）には、
南北朝時代（１４世紀代）の板碑が５基ありそのうち２基に貞和二年（１３４６）の記
年銘がある。また、同じ時期の板碑として貞和二年銘のものが荒谷薬師堂にもあ
る。六地蔵では蔵上町の集落にある六地蔵（市重文）と原古賀町の大楠集落にあ
る六地蔵（市重文）が代表例であり、蔵上集落のものには天文２２年（１５３３）の銘
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が認められる。石材は両者とも砂岩製で造作も似ており、おそらく近い時期に造
立されたものと考えられる。
以上、代表的な石造物について紹介した。このうち神辺町国泰寺のものは筑紫

氏の重臣島氏、並びに中世寺院国泰寺に関わるものである。また、荒谷薬師堂に
は僧房と考えられる平地や中世墓などがあり、出土遺物から１３世紀には寺院が
あったことが明らかである。なお蔵上集落の天文２２年銘の六地蔵は、筑紫惟門が
筑紫家当主であった時代のものである。
これら石造物を、勝尾城筑紫氏遺跡とどう結び付け活用していくかも今後の課

題である。
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　江戸時代、長崎～小倉間５７里を２５ヶ所の宿場を結び長崎街道が走っていた。鳥
栖地方は西部が佐賀藩、東部が対馬藩であった関係上、佐賀藩領に轟木宿と番所
（轟木町）、対馬藩領に田代宿と代官所（田代大官町他）が置かれていた。街道
筋の宿場の建物や往時の雰囲気はあまり残っていないが、現在秋に長崎街道まつ
りが地元を中心に行われており、歴史遺産の活用の一環としてこれらイベントと
勝尾城筑紫氏遺跡とを結び付けることが有効か今後検討していく必要がある。
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寺社はかつて各地区（集落）のコミュニティの核として機能した場所でもある。
また、現在では都市化のなかで緑豊かな社叢の空間を形成している。寺社には地
域の信仰の様子や土地の歴史に関わる石像物が残されており、歴史を振り返るこ
とのできる身近な場所でもある。
寺社のなかには、勝尾城主筑紫氏と有縁の西法寺（蔵上町）、西清寺（田代上町）

がある。これら有縁の寺社を、勝尾城筑紫氏遺跡の活用策のなかに位置づけるか
検討を要する。また史跡に隣接する山浦町、牛原町、蔵上町所在の寺社について
は、今後とも農村景観の維持と併せて、史跡景観の広域的な保全という観点から
その保護を図っていく必要がある。
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鳥栖市の玄関口ＪＲ鳥栖駅は、明治３６年建設の残存する駅舎としては九州で
もっとも古いものの一つである。かなり改修されているが、概観は基本的に往時
の姿をとどめている。駅舎そのものの保存とともに、市の玄関口に勝尾城筑紫氏
遺跡のＰＲ看板等を設置し来訪者を史跡へ誘導することも考える必要がある。
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古来鳥栖地方は肥前、筑前、筑後へ通じる交通要衝の地である。特に近代以降、
鉄道の鹿児島線、長崎線の分岐、九州を縦断する国道３号や長崎方面への国道３４
号、高速自動車道の分岐、さらには九州新幹線の鹿児島ル－ト、長崎ル－トの建
設が進められようとしている。広域交通でのポテンシャルの高い地域であり、か
つ勝尾城筑紫氏遺跡の位置が市街地から約４ ㎞ と近いことが遺跡の活用上有利
な条件となっている。
遺跡は車で移動する場合、「ＪＲ鳥栖駅」から約１５分、高速道鳥栖ジャンクショ

ンから約１５分、九州新幹線「新鳥栖駅」（仮称）から約１０分という利便性を備え
ている。これらアクセス道路のうち「ＪＲ鳥栖駅」と「鳥栖ジャンクション」か
らのル－トは、鳥栖市古賀町の池ノ内の信号から遺跡のある牛原町へ分岐し遺跡
へ到る。この道路は、将来遺跡への来訪者の利便と環境保存という両側面から拡
幅等の措置が適切であるか検討をする必要がある。また、「新鳥栖駅」からのル－
トについては、新たに遺跡への進入道の確保が必要と考えられる。
なお、長崎自動車道の「山浦パ－キング」は史跡内の「葛籠城跡」に近接して

おり、将来パ－キングから直接、葛籠城跡へ通じる散策道の設置が可能であるか
を検討する必要がある。
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史跡周辺の既存公共施設については、史跡と相互にリンクした利活用の機能
アップを目指す。
����

史跡周辺には、市民のための公園がいくつかある。このうち、「市民の森」（河
内町）と「朝日山公園」（村田町）が勝尾城筑紫氏遺跡と比較的近い位置にあり、
遺跡の活用という点からハイキングコ－ス等に組み込むことが考えられる。
「市民の森」は、自然を活かした公園として整備されており、隣接して河内ダ

ムやキヤンプ場、温泉施設の「とりごえ荘」、宿泊施設の「やまびこ山荘」があ
る。
「朝日山公園」は、筑紫氏の支城の朝日山城跡を含む公園で、山頂からは勝尾

城跡をはじめ市街地を一望することができる。これらの公園を今後どのように活
用していくかを検討する必要がある。
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鳥栖市には、昭和２９年の市町村合併後の町村を単位とする７つの地区公民館
（鳥栖・鳥栖北・麓・旭・田代・基里・若葉）がある。これらは現在各地区のコ
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ミュニティセンタ－という機能のもとに、市民を対象とした各種講座が行われて
いる。各公民館で地域に根ざした歴史学習の取り組みが行われることが望まれ、
特に地元の「麓公民館」では、勝尾城筑紫氏遺跡に関わる講座を開講し、地域の
人々が遺跡やその歴史について学ぶことによって、遺跡の保存や活用を担う人材
を育むことが肝要である。
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鳥栖市布津原町に「鳥栖市立図書館」がある。非常に利用率が高い図書館であ
るが、郷土コ－ナは充実していない。今後、郷土について学習する上でセンタ－
的な機能を有する内容まで充実する必要がある。そのことによって、市民が勝尾
城筑紫氏遺跡を知り、理解を深めることができるようになるものと考えられる。
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鳥栖市内には現在、小学校が８校、中学校が５校、高等学校が３校ある。それ
ぞれの教育課程で郷土学習を行うことによって、地域を理解し、将来の鳥栖を担
う人材を育成することが望まれる。勝尾城筑紫氏遺跡に接することができるのは
地元の利点であり、小・中学校の遠足や総合学習の素材として遺跡を活用してい
く方向を目指す必要がある。
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史跡指定地周辺の開発事業として、現在砕石場、九州新幹線に係る変電所（建
設中）、産業廃棄物の処理場がある。今後とも、このような大規模開発行為が新
たに生じる可能性は否定できず、広域的な史跡景観の保全を図ることが必要であ
る。これらの開発については、極力抑制する方向で調整していく。
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史跡の保存は現状を維持しながら、さらに有効な整備活用を目指すものである。
本史跡は指定面積が約１３８haに及び、指定地内には民家を含み、住民の生産活動と
日常生活の場として、多様な土地利用が行われている｡このため史跡の保存管理
に当たっては、住民生活との調整が重要であり、かつ、城館遺構を将来にわたっ
て適切に保存することが望まれる。
保存管理計画に当たっては、史跡並びに土地の諸条件等の特徴を踏まえ、最も

望ましい方向を定める必要がある。ここでは下記の基本方針に基づき、史跡の保
存管理を行うものとする。
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発掘調査で明らかになった勝尾城跡をはじめ､葛籠城跡、若山砦跡、館跡、
家臣団屋敷跡、空堀等の城館遺構がき損することがないように適切に保存し
後世に伝えるものとする。さらに史跡の価値を有するこれら城館遺構の保
存を基本に、各遺構の特性を踏まえその歴史性を的確に表現する保存並びに
整備活用を図っていくものとする。
また、追加指定予定地にある高取城跡、鬼ヶ城跡、鏡城跡、新町町屋跡、惣

構の空堀等の城館遺構についても、その特性を踏まえ既指定地区と連携させ
ながら、一体的な計画を策定し保存管理を図っていく。
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本史跡はその歴史的価値はもとより、それらを取り巻く豊かな自然が保持
され、良好な史跡環境を形成している。この史跡と自然が織りなすたたずま
いがこの地域の魅力でもあり、この自然を保全することが史跡を活かす重要
な要素になるものと考えられる。
したがって、河川や山林などの自然景観の保護や維持を行いながら、史跡

と調和を図っていくことが大切である。そのため、地域住民の協力のもとに
市の関係機関と連携を図り、さらにより良い自然景観の修景に努め、史跡環
境の総合的な保存整備を行うこととする。



��

�������	
��

史跡内には地域住民の家屋や田、畑など生活の場が含まれている。城館遺
構の多くはこれら地域住民の田畑、山林などに分布している。保存と管理を
定めていく上で、これら史跡を取り巻く土地や生活環境は無視できない要素
と考えられる。
この史跡は我が国の戦国期の歴史を考える上で重要な遺跡であり、その歴

史特性を生かし城館遺構がき損しないように保存管理を進めるためには、地
域住民の協力と支援が不可欠であると考える。地域住民の日々のくらしを
尊重しながら史跡が確実に保存されるよう配慮しながら、史跡の保護と住民
生活との共存を図っていかなければならない。そのためには地域住民が史
跡の保護を担う一員として、次項で示すようなこの史跡に積極的且つ継続的
に関わっていく市民参加型の運営組織を構築し、史跡の保存管理に当たって
いく必要がある。
また、史跡地はほとんどが山林で占められ急傾斜地という性格上、土砂災

害等によって住民の生命や財産に危害の及ぶことが考えられる。したがっ
て、史跡の保存と管理に当たっては、十分に防災についても配慮しながら、
史跡の保存管理を進めていく。
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本史跡のように規模が大きく、住民の生活空間が含まれる史跡では、行政
だけではなく地元住民はもとより市民の協力を得て、はじめて子々孫々まで
引き継がれる本当の意味の保存管理を行なうことができるものと考える｡そ
のためには、市民自らが史跡の保存と管理の一翼を担い、保存事業に積極的
に参画できるシステムを構築する必要がある。
その管理システムとしては、行政と市民団体と地域住民で構成される史跡

の保存管理を行う運営の母体となる組織を立ち上げ、資金や組織分野を担う
行政、企画、運営等を担う市民団体、史跡の清掃等の日常的な維持管理業務
を担う地域住民という、三者が連携し役割分担を明確化しながら市民協働で
史跡の保存管理を行っていくことが必要である。
また、本史跡の保存管理ひいては将来計画される整備、活用については、

鳥栖市のまちづくりの重要な核として位置づけられなければならない。す
なわち、史跡を活かした地域環境の整備であり、当該地区の将来像を総合的
な地域計画として立案していくものとする。
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史跡を構成する諸要素の在り方、保存管理の基本方針などを考え合わせ、地区
区分を行い地区毎の保存管理の方針を設定する。
指定地区内をＡ地区～Ｄ地区に区分し、保存管理を行うものとする。また、追

加指定予定地区のＥ地区～Ｈ地区については、史跡指定後、Ｅ地区はＡ地区に、
Ｆ地区はＢ地区に、Ｇ地区はＣ地区に、Ｈ地区はＤ地区に編入する。
また、追加指定予定地外の周知の埋蔵文化財包蔵地については、今後の開発行

為に際し、注意を払う必要がある。特に大規模な開発行為に対しては、極力抑制
する方向で調整し、遺跡の広域的な保全に努めていく。
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これまでの調査で、戦国時代の城館遺構が良好な状態で残っていること
が確認されている地区であり、勝尾城跡、葛籠城跡、若山砦跡などの山城
群、筑紫氏の館跡、家臣団屋敷跡、町屋跡さらに城下域を区切る長大な堀
と土塁などが該当する。勝尾城筑紫氏遺跡の中核となる「史跡の本質的価
値を構成する諸要素」を成す遺構群である。この地区は山城域と城下域に
大きく二分され、それぞれ山城域は山林、城下域は田、畑として主に利用
されている。将来、歴史公園等として積極的に整備活用を図る地区として
位置づける。
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明確な城館遺構は認められていないが、地形や地割りなどから将来、戦
国期の遺構が確認される余地を残している地区である。Ａ地区に隣接する
城下並びに勝尾城跡、葛籠城跡などの山城地区が該当する。現在までの調
査では「史跡の本質的価値を構成する諸要素」となる城館遺構が認められ
ないところから、Ａ区とは区分する。土地の条件は山城地区が山林である
以外は主に田、畑で占められている。将来の発掘調査によって良好な状態
で城館遺構が確認された場合は、Ａ地区に編入し保存整備を図る地区とし
て位置づける。
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明確な城館遺構は認められていないが、ほぼ全域が山林で占められてい
る。そのエリアは谷部に展開する城下域を取り囲むように南・北の山稜に
広がり、城下を包み込んで保護する山林景観を形成している。遺跡全体の
景観保全と史跡の中枢部を保護するための緩衝地区として位置づける。

���

明確な城館遺構は認められていないエリアで、現在、住宅、田、畑など
地域住民の主要な生活の場となっている。城下の入り口を占め、城下町の
導入部に当たる地区である。今後城館遺構が確認された場合は、地域住民
の理解と協力のもとに文化財の保存を図っていくことが肝要な地区であり、
文化財と地域生活との共存を図る地区として位置づける。
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Ａ地区は、史跡の本質的価値を構成する諸要素が集合している地区であ
り、史跡の中核となる城館遺構を、き損することなく現状保存し、今後、
修復や復元整備を積極的に進め、戦国期城館の様子が良く分かるような保
存整備を行っていく。
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Ｂ地区は、Ａ地区に隣接するも、明瞭な城館遺構が認められていない地
区である。土地利用は山林、田が主体であり、現在顕著な開発は認められ
ず、良好な中山間地の景観を保っている。史跡の現状保存を図り、併せて
この景観を維持しながら史跡環境を保全する。積極的な整備は行わないが、
今後、城館遺構の存在を考慮しながら、土地所有者の協力の基に発掘調査
を実施し、重要な城館遺構が確認された場合には、Ａ地区に編入し保存整
備を行っていく。
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Ｃ地区は、ほぼ全域が山林地であり、現存する明確な城館遺構は認めら
れない。河内川沿いの谷を中心に東西に広がる城下中枢域を、南北から包
み込んで保護するように山林景観を形成している。史跡中枢部を保護する
緩衝地として、現状を維持しながら森林の景観保全と修景を図っていく。
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Ｄ地区は、住宅、田、畑など地元住民の主要な生活の場であるため、地
元住民の意向を尊重し、史跡の保護と住民生活の調整を図っていく。現状
維持を基本としながらも、専ら住民の日常生活に必要な行為と公共的性格
の事業については、相互に協議を行い、城館遺構の保存に影響を与えない
方法をとり、史跡の保存と地域社会との共存を図っていく。
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城下町防備のため、本城勝尾城を中心に、集中的に配置された山城群である。
大半が山林地であり、よく古城の雰囲気を保持している。新たに大規模な土地
の改変が入ることは考えにくいが、現状を変更する行為については、極力抑制
する方向で保存管理を行う。
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城主筑紫氏の居館を中心とする諸施設であり、領域支配の拠点となる城下町の
中枢機関である。現在、この一帯は、宗教施設、山林となっており、特に宗教
施設については移転を進め、史跡の中核として復元整備を図っていく。
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現在、家臣団屋敷跡は９地点に認められる。城主筑紫氏の家臣団編成とその在
り方を考える上で重要な遺構であり、現状保存を行う。いずれも個人所有の山
林や水田である。遺構の残存状態が良好なＢ・Ｃ・Ｄ・Ｅ・Ｈの屋敷跡につい
ては、必要に応じて発掘調査を実施し、復元整備を行う。その他の屋敷跡につ
いては現状保存にとどめる。
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勝尾神社と全慶寺があったと伝えられている。勝尾神社については現在所在不
明であり、今後所在地を明らかにしていく必要がある。全慶寺跡は田、山林と
なっており、現在までの確認調査では明確な寺院遺構は発見されていない。こ
れ以上の土地の改変は抑制し、現状保存を行うことが適切と考えられる。
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新町町屋跡一帯は圃場整備され、現在水田として利用されている。地元の主要
な生産の場であり、これ以上の土地の改変は抑制し現状保存に努める。���

惣構空堀など城下空間を区切る４本の長大な堀と土塁がある。勝尾城筑紫氏遺
跡の特徴的な遺構であり、現状保存を行う。最も内側の空堀Ⅰ、最も外側の惣
構空堀Ⅳについては、将来発掘調査を実施し、復元整備を行えば、遺跡の特徴
を一層際立たせることができる。空堀Ⅱ・Ⅲについては、現状保存を行いなが
ら、空堀Ⅲについては将来葛籠城跡の整備のなかで、その取り扱いについて検
討する。
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現在、明らかな城下空間を結ぶ主要経路として伝勝尾城登城道がある。この道
は、新町町屋跡と一体となる通路であり、現状保存を行う。
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四阿屋神社は、１０世紀以前には存在し、戦国期には筑紫氏との関係が史料で認
められる。歴史的な見地から史跡の本質的価値を構成する要素として位置づけ
る。地元住民が親しんでいる神社であり、その存在こそが地域にとって重要な
意味がある。継続的な神社運営を行うことが適切であり、そのため、神社に係
る新設や改修等の行為については、認めながら、施工法等について市教育委員
会と事前協議し、史跡の保存と景観に支障がないようにしていく。また、城下
町の環境整備の要素として活用について検討する。
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文献史料や伝承などによって、当時の城下空間を結ぶ経路と考えられる道が
残っている。必要に応じて発掘調査を進め、遺構の確定を行う。また、史跡の
散策道として整備していく方向で検討する。
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現在、城下の景観とマッチした雰囲気を醸し出しており、史跡の価値を高める
有効な要素として、現状保存を行い、城下町の環境整備に活かす方向で活用に
ついて検討していく。
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継続的な利用を行う。改修や修繕などを行う場合は、施工法などについて、市
教育委員会と協議しながら、史跡の保存と活用に有効に資するようにする。牛
原町文化財整理室については、史跡のガイダンスや管理施設として利用を検討
していく。空き地については、将来の史跡の管理や公開のための駐車場として
利用することにする。
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現状を維持しながら、必要に応じ修景を図っていく。地形の変更を行わないよ
うに努め、史跡の保存と景観に支障がないようにしていく。�����

史跡の環境整備の有効な要素とし清流の維持と管理に努める。河川の改修や
修繕等の現状変更にあたっては、施工法等について、市教育委員会と事前協議
し、史跡の保存と景観に支障がないようにする。また、防災面にも十分配慮し
た河川管理を行っていく。
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継続的な利用を行う。史跡地内の既設の市道や里道、登山道などは史跡の動
線・散策道として活用するよう検討していく。また、道路の改修や修繕などの
現状変更については、史跡の保存に影響がないよう調整する。

��

継続的な利用を行う。改修や修繕などを行う場合は、施工法について、市教育
委員会と事前協議し、史跡の保存や景観に支障がないようにする。��

神社一帯には、自然林をはじめ多くの植物が生育している。史跡の価値を高め
る有効な要素として、現状を維持しながら、城下町の環境整備に活かしていく。��������

木竹や雑草が石垣や土塁など遺構に繁茂し、保存に影響を与えているものにつ
いては、遺構の保護ならびに活用の観点から除去を行い適切な維持管理を行う。
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新設や改修、除去にあたっては、史跡の保存・景観に支障がないようにする。���

①高圧送電線鉄塔
改修や除却を行う場合は、施工法などについて、市教育委員会と事前協議し、
史跡の保存・景観に支障がないようにする。新設は認めないものとする。

�����

②森林基幹道
継続的な利用を行う。道路の改修や修繕などを行う場合は、施工法などについ
て、市教育委員会と事前協議し、史跡の保存や景観に支障がないようにする。
また、開通後は、史跡の来訪者ならびに管理用道路としての利用を検討してい
く。
③九州新幹線トンネル
継続的な利用を行う。改修や修繕、付帯工事などを行う場合は、施工法などに
ついて、市教育委員会と事前協議し、史跡の保存に支障がないようにする。
新築や増改築などを行う場合は、市教育委員会と事前協議し、史跡の保存・景
観に影響を与えないようにする。��

農地として継続的な利用を行う。ただし、地形が変更するような行為が生じた
場合は、市教育委員会と事前協議し、遺構の保存に支障がないようにする。�����

新設や改修、除去の必要性が生じた場合は、市教育委員会と事前協議し、遺構
の保存に支障がないように施工する。��
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史跡指定地内において現状を変更する行為については、地区ごとの性格ならび
に保存管理の方法と史跡保存の原則的な取り扱いとを考え合わせて、今後想定さ
れる現状変更の行為に対し、その取り扱いを定めて運用していく。なお、現状変
更の取り扱い基準については、次項に示す。
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①指定地内において建築物及び工作物の新増改築、土地の形質変更、木竹の伐
採などの現状を変更する行為については、文化庁長官の許可を受けなければ
ならない（法第１２５条第１項）。ただし、国の機関が行う現状変更については、
文化庁長官の同意となる（法第１６８条第１項及び第２項）。

②農地の耕作や日常作物の栽培など通常の農作業や森林施業に係る日常管理に
ついては、現状変更の許可を必要としない。ただし、その行為が土地の形質
を変更する場合は、文化庁長官の許可を受けなければならない。

③地目の変更については、文化庁長官に届け出なければならない。

④行政機関や博物館、大学等の研究機関が行う発掘調査及び史跡整備などにつ
いても現状変更の行為となるため、文化庁長官の許可を受ける必要がある。
ただし、史跡の保存管理や将来の整備活用のために必要な行為であるため、
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現状変更の取り扱い基準から除外する。

⑤現状変更等にあたっては、その行為を行う者は規模の大小にかかわらず事前
に市教育委員会に連絡し協議すること。

⑥現状変更を認める場合は、城館遺構を損なわないことが前提であり、そのた
め、事前に発掘調査等を実施し、その結果に基づき取り扱いを決める。

⑦現状変更を認めないことにより、相手側に損害を与えた場合は、その代替措
置として公有化を行うことができる。

⑧追加指定予定地内（未指定地）の取り扱いについては、文化財保護法第９３
条・９４条の規定に基づき取り扱う。
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勝尾城筑紫氏遺跡の整備に当たっては、遺構の残存状態や遺跡を取り巻く土地
と人々の生活環境、さらには自然環境など総合的な視点から整備方法を検討し、
史跡の持つ価値を最大限に引き出し、もっとも効果的活用ができるような方法を
採用しなければならない。また、整備に際しては、史跡の歴史的価値を、き損し
ないように努めることはもとより、地域住民や来訪者の安全を優先する視点も必
要である。
さらに、勝尾城筑紫氏遺跡に対する理解が深められ、地域の誇りとして学校教

育や生涯学習に活用されるとともに、鳥栖市の歴史文化の拠点としてまちづくり
や地域活性化の大きな核となるような整備を図っていくことが重要である。なお、
整備を実施するにあたっては、市の総合計画と財政計画との整合を図りながら、
以下の基本的な考え方に基づき整備を進めていく。
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整備活用の基本的考え方に基づき、史跡の特性を踏まえ下記の方針で整備を進
める。
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古城の雰囲気を醸し山林にたたずむ勝尾城跡を中心とする山城、筑紫氏の支
配の拠点である館跡と家臣団屋敷跡、城下を区分する長大な堀と土塁など、特
徴的な遺構の個性を踏まえゾ－ニングを行い、その様子をもっとも効果的に表
現する整備を行う。

�������	
���������������������� !�"

�������	
�����������

城下町の谷に一歩入れば周囲は緑豊かな山林に囲まれ、史跡の中心を貫き清
流「河内川」が流れている。これら豊かな自然と一体になって史跡が存在する
ことが、勝尾城筑紫氏遺跡の大きな魅力の一つであり、戦国期にタイムスリッ
プしたような空間を生み出すことが可能な条件を備えている。
これら自然の保全を図ることはもとより、河内川の渓流公園としての整備や

季節毎の山林の魅力を活かした散策道の整備と史跡とを結び、豊かな史跡環境
の形成に努める。
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諸施設を配置することにより史跡の整備効果を高め、合せて来訪者の利便を
図るとともに、特に資料館を中心に市民参加の歴史文化の学習や自主活動のた
めの場所の提供を行う。さらに地域の文化活動と人材育成の拠点としていくこ
とを目指す。また城下町研究の拠点として、鳥栖からの情報発信を行い広くＰ
Ｒに努めていく。
なお、史跡の適切な保存管理にあたって、来訪者のために必要な説明板や誘

導標識等の設置については、史跡整備事業の前から適宜進めていく。
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史跡を取り巻く地域環境に、「とりごえ荘」、「やまびこ山荘」、「市民の森」、
「河内ダム」等の公共施設がある。「とりごえ荘」は温泉施設、「やまびこ山荘」
は宿泊施設であり、「市民の森」、「河内ダム」は市民憩いの場として春の桜、
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夏の水遊び、秋の紅葉と親しまれている。これら既存施設との連携と有効活用
を進め、幅の広い史跡の活用を目指す。
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鳥栖市は九州の交通の要という位置を占めている。隣接して「大宰府跡」、
「吉野ヶ里遺跡」など日本を代表する史跡があり、これら周辺史跡とのネット
ワ－ク化を図ることにより、勝尾城筑紫氏遺跡の利活用がさらに進むようにす
る。
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史跡地内（追加指定の予定地含む）の鳥栖市及び佐賀県が有する公有地の割合
は、史跡の全体計画の面積約２７７�のうち約１２％である。ほとんどが私有地であ
り、将来、史跡整備を進めるためには、土地の公有化が必要である。
史跡は広範囲に及ぶことから土地の公有化に当たっては、将来の史跡整備につ

いて整備手法も含め厳密に検討を行い進める必要がある。また、所有者の意向を
尊重しながら、適正に公有化を図らなければならない。
なお、現状変更の制限により所有者が損失を受けることになった場合は、損失

補てんの代償として必要に応じ、土地の公有化を行う。
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史跡整備のゾ－ンを設定するにあたっては、史跡の価値と特性、土地の条件や
景観を踏まえ、整備効果を総合的に判断し、最大限の活用効果を引き出すことが
必要である。勝尾城筑紫氏遺跡においては、戦国期城下町の諸特徴をもっとも備
えた、�������	
����������������について積極
的に整備を図っていく。
次項の、３つのゾーンについて整備方針を示す。
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勝尾城筑紫氏遺跡は指定範囲が広大であり、所有者数も多く土地の利用形態も
多様であるため、行政組織のみで将来にわたり史跡を適切に保存管理していくこ
とは困難である。地域住民や所有者をはじめ史跡に関わるさまざまな市民団体等
との連携協力を行うことで、はじめて適切な史跡の管理運営が可能になると考え
られる。さらに、将来の整備活用を実現するためにも、行政と市民団体が協力し
て史跡の保存管理を進めていく体制が不可欠と考えられる。
したがって、実際に史跡を管理・運営するにあたっては、多様な市民の関わり

が求められ、行政はこうした市民の関わりを支援し、役割を担える組織づくりや
システムを構築する必要がある。また行政と地域住民や市民団体で構成される市
民参加型の管理運営母体となる組織（運営協議会等）をつくり、市民協働で取り
組むことが重要と考えられる。
できる限り早い時期に、行政と市民団体、地域住民等の関係者間で協議を行な

い、史跡の管理・運営及び体制整備の方針を定めていく必要がある。
なお、現在、下記の組織が当該史跡の維持管理に取り組んでいるが、今後はこ

れらの組織が一体となった管理・運営組織を構築していくことが望まれる。
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平成１４年度に遺跡の保存と活用について、連絡調整を図る機関として庁内関
係部署の４部１１課で構成された組織。
【構成】
議　長　　副市長
副議長　　教育長
委　員　　総務部長　環境経済部長　建設部長　教育部長

総務課長　総合政策課長　財政課長　商工振興課長
環境対策課長　農林課長　建設課長　都市整備課長
新幹線対策課長　学校教育課長　生涯学習課長
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地元牛原町の有志で組織される団体で、現在史跡内の草木の伐採管理、史跡
見学会の共同開催等への取り組みを行っている。
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平成１８年度に、史跡の保存と地域住民の生活との調整、並びに市民の意見を
広く聞き、市民協働で史跡の保存活用に取り組むことを目的に設置した組織。
牛原町、山浦町、河内町の地元区長、並びに森林組合や地元住民の代表、市文
化財保護審議会委員、商工会議所、青年会議所、市観光協会の１４名で構成され
る。
【構成】
会　長　　牛原町区長　　才田　良美
副会長　　山浦町区長　　横尾　猛彦
副会長　　市文化財保護審議会　高尾　平良
委　員　　（各地区代表）　牛原町　山浦町　河内町　蔵上町

（各組織代表）　宿生産森林組合　養父生産森林組合
鳥栖商工会議所　鳥栖市観光協会
鳥栖青年会議所
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鳥栖歴史研究会は市民による歴史愛好の団体で、平成元年度から鳥栖市が実施
してきた「鳥栖の町づくりと歴史・文化講座」を運営。勝尾城筑紫氏遺跡に関す
る啓発普及等を底辺で支える組織。
ふるさと元気塾は平成１９年度に発足した市民団体で、勝尾城筑紫氏遺跡を核に

した地域の文化財を活かしたまちづくり担う団体として、史跡のボランティアガ
イドやまちづくりコ－ディネ－タ－の育成に取り組む。現在、遺跡のパンフレッ
ト作成、映像記録等の作成を行っている。
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当該史跡の管理は、市が管理団体になっていないため、原則所有者が行わなけ
ればならない。現在、土地所有者の大半は史跡地内に生活していないため、日常
的な維持管理は必ずしも十分ではない。次第に土地（特に個人所有林）が荒廃し
つつあるのが実状である。したがって、行政と地域住民が協働で維持管理をサ
ポートしていくことが必要である。
現在の管理業務としては、市教育委員会による定期的な巡回と台風等の災害発

生後の現地点検、並びに地元団体に委託し、史跡見学会のルート沿線上の倒木処
理や清掃、除草等の業務を行っている。また、来訪者のための案内板や道標等の
設置を順次進めている。
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史跡の保護を目的として管理・運営を円滑に進めていくためには、保存と整備
についての適確な視点と運営をしていく組織が必要である。
史跡の管理・運営及び活用の対象や方法は、以下のとおりである。

�������	
�



���

�������	
����

�������	
����

�������

�������

遺跡は山城や館跡が単独で存在するのではなく、勝尾城跡をはじめ各支城群、
館跡、家臣団屋敷跡、町屋跡などの城館遺構が城下町全体を形成していることに
大きな意義がある。
また、城下町はそのおかれた地形も重要な要素であり、遺跡景観全体を考慮し

ながら、山城と城下の一体的な指定を図る必要がある。
今後は保存すべき地区について、できるだけ早い時期に追加指定を行なってい

く。
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勝尾城筑紫氏遺跡の保存すべき範囲については、これまでの発掘調査で一定の
成果を得ることができた。しかしながら、発掘調査は保存すべき範囲の全てに、
面的な調査を行っていないため、城館遺構の規模や構造、その性格等まだ不明な
点が多い。このため、今後、史跡の整備に必要な発掘調査や現状変更に伴う発掘
調査等を行い、さらに遺跡の全容を解明していく必要がある｡
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史跡の情報を広くＰＲし、継続的に見学会等のイベントや講座を開催すること
が必要である。また、史跡に至るまでの案内標識等の設置を行うとともに、あわ
せて交通の利便性を図っていく必要がある｡
史跡地内の現状変更については、保存管理計画に基づいた適切な運用を行い、

迅速な事務処理と行政指導を行うことで、地元住民の生活と文化財保護との調整
を図る必要がある。そのため、円滑な史跡の管理・運営を行なうにあたっては、
行政だけではなく、地元住民や市民全体が連携協力ができる組織づくりを早く進
めなければならない。
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歴史公園等として史跡を本格的に整備するにあたっては、まず整備計画書を策
定し、土地の公有化を図る必要がある。また、計画的な発掘調査を実施し、その
成果に基づき史跡の整備を進めなければならない。その進め方として、当面、こ
の史跡を活用するために、史跡の主要遺構である葛籠城跡や館跡について先行し
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て環境整備を図る。合わせて、牛原町文化財整理室をガイダンス施設として来訪
者に公開していくようにする。
なお、当史跡の大半は山林であり、降水量も多く土砂災害が発生しやすい環境

であるため、防災にも配慮した整備を行わなければならない。
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遺跡内には、以前より「四阿屋遊泳場」が整備され、河内川の清流を利用した
川遊びの場として市内外より毎年多くの利用者が訪れている。また、遺跡の北東
約１㎞にある河内ダム周辺には、日帰りで利用できる温泉・休養施設の「とりご
え荘」や宿泊・レクレーション施設の「やまびこ山荘」が整備されている。
さらに、市内には銅鐸鋳型が出土した「国史跡安永田遺跡」や装飾古墳の「国

史跡田代太田古墳」などの多くの文化財があり、これら関連する施設等と本史跡
とのネットワーク化を図り、史跡を啓発普及していく必要がある｡
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鳥栖市　２００１　『第５次鳥栖市総合計画』
鳥栖市・鳥栖市誌編纂委員会　２００５　『鳥栖市誌』第１巻　自然地理編
鳥栖市教育委員会　１９９６　『山浦新町遺跡』鳥栖市文化財調査報告書第４６集
鳥栖市教育委員会　１９９９　『勝尾城下町遺跡』鳥栖市文化財調査報告書第５７集
鳥栖市教育委員会　２００６　『勝尾城筑紫氏遺跡』鳥栖市文化財調査報告書第７８集
鳥栖市教育委員会　２００３　『勝尾城下町遺跡 保存整備基本計画書』






